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は
じ
め
に

　「武
田
二
十
四
将
図
」
と
は
、
江
戸
時
代
前
期
か
ら
制
作
さ
れ
た
武
田
信
玄
と
そ

の
家
臣
を
描
い
た
画
像
で
あ
る
。
こ
の
画
像
は
、
肉
筆
画
・
版
画
と
い
っ
た
ジ
ャ
ン

ル
で
題
材
に
さ
れ
た
こ
と
で
武
士
や
民
衆
に
広
ま
り
、
現
在
で
も
「
武
田
二
十
四
将
」

と
い
う
呼
称
は
漫
画
や
小
説
、
山
梨
県
の
祭
り
な
ど
で
認
知
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

画
像
中
に
描
か
れ
る
人
物
や
そ
の
人
数
は
、
成
立
し
た
時
期
や
画
像
の
ジ
ャ
ン
ル
に

よ
っ
て
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

　服
部
治
則
氏
は
武
田
二
十
四
将
を
構
成
す
る
武
将
に
つ
い
て
、
戦
歴
や
活
動
時
期

を
も
と
に
選
定
し
て
い
る
①
。
し
か
し
、
二
十
四
将
に
適
し
た
武
将
を
選
定
す
る
の

み
で
あ
り
、
本
画
像
が
成
立
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　一
方
、
二
十
四
将
図
が
成
立
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
伊
藤
羊
子
氏
が
検
討
し
て
い

る
②
。
伊
藤
氏
は
、
二
十
四
将
図
の
初
期
の
作
例
に
鳥
居
清
信
筆
の
浮
世
絵
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
初
演
の
武
田
信
玄
と
上
杉
謙
信
を
モ
チ
ー
フ

と
し
た
浄
瑠
璃
『
本
朝
廿
四
孝
』
が
本
図
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
結
論

付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
海
老
沼
真
治
氏
は
、『
本
朝
廿
四
孝
』
初
演
以
前
に
描

か
れ
た
二
十
四
将
図
を
二
点
示
す
こ
と
で
異
議
を
唱
え
、
武
家
に
受
容
さ
れ
て
制
作

さ
れ
た
こ
と
が
起
点
と
な
っ
て
本
画
像
が
成
立
し
た
と
述
べ
て
い
る
③
。

　守
屋
正
彦
氏
も
、
本
画
像
を
集
団
肖
像
画
と
位
置
付
け
る
こ
と
で
美
術
史
の
視
点

か
ら
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
④
。
守
屋
氏
の
研
究
で
は
、
江
戸
時

代
前
期
に
成
立
し
た
定
型
的
な
二
十
四
将
図
が
中
期
以
降
に
な
る
と
変
化
し
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
変
化
の
原
因
に
つ
い
て
、
当
初
は
仏
画
的
色
彩
の
強
い

画
像
で
あ
っ
た
た
め
充
分
な
熟
慮
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
武
将
た
ち
の
姿
を
犯
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
風
潮
が
支
配
し
て
い
た
が
⑤
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
本

画
像
が
礼
拝
的
な
気
分
か
ら
離
れ
、
大
衆
に
親
し
ま
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
と
変
化

し
た
た
め
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
⑥
。
し
か
し
、
守
屋
氏
が
検
討
し
た
画
像
の
事

例
は
少
な
く
、
版
画
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
、『
甲
陽
軍
鑑
』

の
広
ま
り
と
本
画
像
の
成
立
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に

お
け
る
武
将
た
ち
の
評
価
と
構
成
武
将
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
本
論
文
で
は
肉
筆
画
や
版
画
に
お
け
る
「
武
田

二
十
四
将
図
」
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
ま
た
、
二
十
四
将
図
に
と
ど
ま
ら
ず
、
武
田
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表 1　武田家臣団図の掲載武将一覧表

2

家
臣
団
を
描
い
た
派
生
図
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
共
通
点
や
特
徴
、
制
作
意
図
を
検

討
す
る
。
さ
ら
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
武
将
の
評
価
や
、
江
戸
時
代
に
幕
府

の
旗
本
・
大
名
と
な
っ
た
武
田
家
旧
臣
を
検
討
す
る
中
で
、
江
戸
時
代
の
武
士
や
民

衆
た
ち
の
武
田
信
玄
に
対
す
る
意
識
や
信
仰
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
章

　
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
過
程
に
関
す
る
検
討

　本
章
で
は
、
守
屋
正
彦
氏
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
も
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い

様
々
な
武
田
二
十
四
将
図
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る

こ
と
で
本
図
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
制
作
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
節

　
武
田
二
十
四
将
図
の
比
較

　本
節
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
や
武
田
家
臣
団
図
の
種
類
、
成
立
年
代
、
制
作
者
、

所
蔵
場
所
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
で
、
本
画
像
の
制
作
意
図
を
検
討
す
る
。
表
1

は
、
現
在
二
十
四
将
と
定
義
さ
れ
る
武
将
、
江
戸
時
代
の
書
物
で
挙
げ
ら
れ
る
武
将
、

「
武
田
二
十
四
将
図
」
を
中
心
と
す
る
武
田
家
臣
図
に
掲
載
さ
れ
た
武
将
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

　表
1
―
参
1
は
、
山
梨
県
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
「
信
玄
公
祭
り
」
の
中
の
「
甲

州
軍
団
出
陣
」
と
い
う
騎
馬
行
列
に
登
場
す
る
武
田
二
十
四
将
で
あ
り
、
現
在
一
般

的
に
武
田
二
十
四
将
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
定
義
さ
れ
て
い
る
二
四

名
の
武
田
家
家
臣
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
は
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
よ
り
開
催
さ

れ
て
い
る
が
、
も
と
に
な
っ
た
の
は
信
玄
の
命
日
で
あ
る
四
月
一
二
日
に
武
田
神
社

で
行
わ
れ
て
い
る
例
大
祭
と
さ
れ
る
⑦
。
武
田
神
社
は
、
武
田
信
虎
・
信
玄
・
勝
頼

の
三
代
が
本
拠
と
し
た
躑
躅
ヶ
崎
館
跡
に
鎮
座
し
て
お
り
、大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

の
創
建
で
あ
る
。
ま
た
、
例
大
祭
は
創
建
と
同
じ
年
か
ら
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
甲
冑

姿
の
二
十
四
将
が
神
輿
に
供
奉
す
る
馬
に
乗
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
⑧
、
現

在
の
二
十
四
将
は
大
正
八
年
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　表
1
―
参
2
は
、『
甲
陽
軍
艦
』
の
中
で
「
武
田
信
玄
公
御
家
老
軍
法
工
夫
之
衆
、

侍
大
将
に
八
人
、
足
軽
大
将
に
七
人
、
此
外
七
人
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
特
に
優

れ
た
活
躍
を
し
た
武
将
で
あ
る
⑨
。『
甲
陽
軍
鑑
』
と
は
、
高
坂
弾
正
の
口
述
に
基

づ
き
大
蔵
彦
十
郎
が
筆
記
し
た
書
を
原
本
と
し
、
高
坂
の
死
後
は
甥
の
春
日
惣
次
郎

に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
、
小
幡
景
憲
が
傷
ん
で
い
た
原
本
を
書
写
し
て
作
り
上
げ
た

と
さ
れ
る
、
武
田
氏
の
戦
略
や
治
政
に
つ
い
て
記
し
た
軍
学
書
で
あ
る
⑩
。
本
書
は
、

信
玄
の
兵
法
を
伝
え
る
書
と
し
て
江
戸
時
代
を
通
じ
て
大
流
行
し
、
何
度
も
出
版
さ

れ
た
こ
と
で
全
国
に
広
ま
っ
た
⑪
。

　表
1
―
参
3
は
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
成
立
し
た
甲
斐
国
に
関
す
る
総

合
的
な
地
誌
で
あ
る
『
甲
斐
国
史
』
に
挙
げ
ら
れ
た
武
田
家
の
優
れ
た
家
臣
で
あ
る
。

『
甲
斐
国
史
』
の
中
で
評
価
さ
れ
た
武
将
を
見
る
と
、
甲
斐
国
の
地
誌
で
あ
る
た
め

か
信
州
の
真
田
や
上
州
の
小
幡
と
い
っ
た
他
国
の
武
将
は
大
身
で
あ
っ
て
も
入
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
家
臣
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
親
族
衆

も
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
二
十
四
将
は
選
定
者
の
意
図

に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　表
1
―
1
～
26
は
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
と
定
義
さ
れ
る
画
像
の
中
で
、
肉
筆

で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
表
1
―
1
～
23
、
26
は
描
か
れ
た
武
将
が
全
て

一
致
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
武
田
信
玄
と
二
三
人
の
武
将
が
定
型
化
さ

れ
た
二
十
四
将
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
定
型
的
な
画
像
で
は
、
信
玄
や
そ
の
家
臣
た
ち

が
出
陣
影
か
つ
軍
議
を
行
っ
て
い
る
姿
で
描
か
れ
、
信
玄
は
最
上
段
に
位
置
し
て
い

る
。
画
像
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
肉
筆
画
に
お
い
て
伝
来
が
わ
か

る
も
の
は
少
な
く
大
ま
か
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
表
1
―
3
～
12
の
画
像

は
江
戸
時
代
後
期
の
制
作
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
頃
に
は
多
数
の
画
像
が
制
作

さ
れ
る
ほ
ど
二
十
四
将
図
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　表
1
―
1
、
13
、
26
は
、
制
作
者
が
判
明
し
て
い
る
数
少
な
い
画
像
で
あ
る
。
表

1
―
1
は
比
較
的
初
期
に
描
か
れ
た
画
像
で
あ
り
、
柳
沢
吉
里
が
描
い
た
画
像
と
判

明
し
て
い
る
た
め
、
一
八
世
紀
前
半
（
一
七
〇
九
～
一
七
五
三
年
）
の
制
作
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
⑫
。
ま
た
、
表
1
―
13
は
渡
邊
守
遂
筆
の
画
像
で
あ
り
、
制
作
年
が

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
と
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
画
像
は
、
柳
沢
氏
に

関
す
る
歴
史
的
史
料
を
数
多
く
有
す
る
柳
沢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
表
1
―
26

は
守
屋
氏
の
研
究
に
よ
り
、
岩
村
藩
士
で
御
勝
手
御
用
人
で
あ
っ
た
磯
貝
長
七
郎
が

定
型
的
な
二
十
四
将
図
を
写
し
取
っ
て
描
い
た
肉
筆
画
で
あ
る
と
判
明
し
て
お
り
、

制
作
時
期
も
一
七
五
〇
年
頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る
⑬
。
岩
村
藩
は
現
在
の
岐
阜
県
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
定
型
的
な
図
が
一
七
五
〇
年
頃
に
は
各
地
に
普
及
し
て
い
た
こ
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表 1　武田家臣団図の掲載武将一覧表

2

家
臣
団
を
描
い
た
派
生
図
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
共
通
点
や
特
徴
、
制
作
意
図
を
検

討
す
る
。
さ
ら
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
武
将
の
評
価
や
、
江
戸
時
代
に
幕
府

の
旗
本
・
大
名
と
な
っ
た
武
田
家
旧
臣
を
検
討
す
る
中
で
、
江
戸
時
代
の
武
士
や
民

衆
た
ち
の
武
田
信
玄
に
対
す
る
意
識
や
信
仰
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
章

　
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
過
程
に
関
す
る
検
討

　本
章
で
は
、
守
屋
正
彦
氏
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
も
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い

様
々
な
武
田
二
十
四
将
図
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る

こ
と
で
本
図
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
制
作
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
節

　
武
田
二
十
四
将
図
の
比
較

　本
節
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
や
武
田
家
臣
団
図
の
種
類
、
成
立
年
代
、
制
作
者
、

所
蔵
場
所
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
で
、
本
画
像
の
制
作
意
図
を
検
討
す
る
。
表
1

は
、
現
在
二
十
四
将
と
定
義
さ
れ
る
武
将
、
江
戸
時
代
の
書
物
で
挙
げ
ら
れ
る
武
将
、

「
武
田
二
十
四
将
図
」
を
中
心
と
す
る
武
田
家
臣
図
に
掲
載
さ
れ
た
武
将
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

　表
1
―
参
1
は
、
山
梨
県
で
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
「
信
玄
公
祭
り
」
の
中
の
「
甲

州
軍
団
出
陣
」
と
い
う
騎
馬
行
列
に
登
場
す
る
武
田
二
十
四
将
で
あ
り
、
現
在
一
般

的
に
武
田
二
十
四
将
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
定
義
さ
れ
て
い
る
二
四

名
の
武
田
家
家
臣
で
あ
る
。
こ
の
祭
り
は
昭
和
四
五
年
（
一
九
七
〇
）
よ
り
開
催
さ

れ
て
い
る
が
、
も
と
に
な
っ
た
の
は
信
玄
の
命
日
で
あ
る
四
月
一
二
日
に
武
田
神
社

で
行
わ
れ
て
い
る
例
大
祭
と
さ
れ
る
⑦
。
武
田
神
社
は
、
武
田
信
虎
・
信
玄
・
勝
頼

の
三
代
が
本
拠
と
し
た
躑
躅
ヶ
崎
館
跡
に
鎮
座
し
て
お
り
、大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

の
創
建
で
あ
る
。
ま
た
、
例
大
祭
は
創
建
と
同
じ
年
か
ら
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
甲
冑

姿
の
二
十
四
将
が
神
輿
に
供
奉
す
る
馬
に
乗
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
た
め
⑧
、
現

在
の
二
十
四
将
は
大
正
八
年
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

　表
1
―
参
2
は
、『
甲
陽
軍
艦
』
の
中
で
「
武
田
信
玄
公
御
家
老
軍
法
工
夫
之
衆
、

侍
大
将
に
八
人
、
足
軽
大
将
に
七
人
、
此
外
七
人
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
、
特
に
優

れ
た
活
躍
を
し
た
武
将
で
あ
る
⑨
。『
甲
陽
軍
鑑
』
と
は
、
高
坂
弾
正
の
口
述
に
基

づ
き
大
蔵
彦
十
郎
が
筆
記
し
た
書
を
原
本
と
し
、
高
坂
の
死
後
は
甥
の
春
日
惣
次
郎

に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ
、
小
幡
景
憲
が
傷
ん
で
い
た
原
本
を
書
写
し
て
作
り
上
げ
た

と
さ
れ
る
、
武
田
氏
の
戦
略
や
治
政
に
つ
い
て
記
し
た
軍
学
書
で
あ
る
⑩
。
本
書
は
、

信
玄
の
兵
法
を
伝
え
る
書
と
し
て
江
戸
時
代
を
通
じ
て
大
流
行
し
、
何
度
も
出
版
さ

れ
た
こ
と
で
全
国
に
広
ま
っ
た
⑪
。

　表
1
―
参
3
は
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
成
立
し
た
甲
斐
国
に
関
す
る
総

合
的
な
地
誌
で
あ
る
『
甲
斐
国
史
』
に
挙
げ
ら
れ
た
武
田
家
の
優
れ
た
家
臣
で
あ
る
。

『
甲
斐
国
史
』
の
中
で
評
価
さ
れ
た
武
将
を
見
る
と
、
甲
斐
国
の
地
誌
で
あ
る
た
め

か
信
州
の
真
田
や
上
州
の
小
幡
と
い
っ
た
他
国
の
武
将
は
大
身
で
あ
っ
て
も
入
っ
て

い
な
い
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
家
臣
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
親
族
衆

も
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
二
十
四
将
は
選
定
者
の
意
図

に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　表
1
―
1
～
26
は
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
と
定
義
さ
れ
る
画
像
の
中
で
、
肉
筆

で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
表
1
―
1
～
23
、
26
は
描
か
れ
た
武
将
が
全
て

一
致
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
武
田
信
玄
と
二
三
人
の
武
将
が
定
型
化
さ

れ
た
二
十
四
将
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
定
型
的
な
画
像
で
は
、
信
玄
や
そ
の
家
臣
た
ち

が
出
陣
影
か
つ
軍
議
を
行
っ
て
い
る
姿
で
描
か
れ
、
信
玄
は
最
上
段
に
位
置
し
て
い

る
。
画
像
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
肉
筆
画
に
お
い
て
伝
来
が
わ
か

る
も
の
は
少
な
く
大
ま
か
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
表
1
―
3
～
12
の
画
像

は
江
戸
時
代
後
期
の
制
作
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
頃
に
は
多
数
の
画
像
が
制
作

さ
れ
る
ほ
ど
二
十
四
将
図
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　表
1
―
1
、
13
、
26
は
、
制
作
者
が
判
明
し
て
い
る
数
少
な
い
画
像
で
あ
る
。
表

1
―
1
は
比
較
的
初
期
に
描
か
れ
た
画
像
で
あ
り
、
柳
沢
吉
里
が
描
い
た
画
像
と
判

明
し
て
い
る
た
め
、
一
八
世
紀
前
半
（
一
七
〇
九
～
一
七
五
三
年
）
の
制
作
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
⑫
。
ま
た
、
表
1
―
13
は
渡
邊
守
遂
筆
の
画
像
で
あ
り
、
制
作
年
が

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
と
判
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
画
像
は
、
柳
沢
氏
に

関
す
る
歴
史
的
史
料
を
数
多
く
有
す
る
柳
沢
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
表
1
―
26

は
守
屋
氏
の
研
究
に
よ
り
、
岩
村
藩
士
で
御
勝
手
御
用
人
で
あ
っ
た
磯
貝
長
七
郎
が

定
型
的
な
二
十
四
将
図
を
写
し
取
っ
て
描
い
た
肉
筆
画
で
あ
る
と
判
明
し
て
お
り
、

制
作
時
期
も
一
七
五
〇
年
頃
と
推
測
さ
れ
て
い
る
⑬
。
岩
村
藩
は
現
在
の
岐
阜
県
に

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
定
型
的
な
図
が
一
七
五
〇
年
頃
に
は
各
地
に
普
及
し
て
い
た
こ

304

（3） （2）
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表
1
―
1
の
成
立
時
期
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
本
画
像
で
は
信
玄
の
顔
が
歌
舞
伎

役
者
の
市
川
團
十
郎
に
似
せ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
歌
舞
伎
絵
は
大
衆
向
け
の
題
材

で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
は
大
衆
向
け
に
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
二
十
四
将
図
の
需
要

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
37
～
46
は
、
定
型
的
な
も
の
か
ら
は
逸
脱
し
た
形
式
を
と
る
版
画
で
あ
る
。

肉
筆
画
と
比
較
す
る
と
、
新
た
に
加
わ
っ
た
武
将
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

構
図
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
画
像
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　表
1
―
37
、
42
～
45
は
、
定
型
的
な
画
像
に
新
た
な
武
将
を
数
人
加
え
た
形
式
に

な
っ
て
お
り
、
表
1
―
37
、
42
は
定
型
的
な
画
像
に
一
人
加
え
た
も
の
、
表
1
―
43
、

44
、
45
は
二
人
加
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
は
定
型
的
な
画
像
を
根
底
に

制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　一
方
、
表
1
―
38
～
41
、
46
は
、
武
将
た
ち
の
大
幅
な
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
、
独

自
な
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。
表
1
―
38
は
、
武
将
を
一
枚
の
紙
に

一
人
ず
つ
描
く
構
成
で
、
武
田
家
と
上
杉
家
の
武
将
を
各
一
〇
名
ず
つ
描
い
て
い

る
。
上
杉
家
家
臣
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
ま
た
、
表
1
―
40
も
同
様
に
一
人
一
枚
の
構
成
で
描
か
れ
て
い
る
。
表
1
―
39

は
、
館
に
家
臣
を
集
め
て
軍
議
を
行
っ
て
い
る
様
子
を
描
い
て
お
り
、
信
玄
は
上
段

の
間
に
座
し
て
い
る
。
表
1
―
46
は
明
治
時
代
前
期
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本

画
像
を
構
成
す
る
武
将
と
現
在
一
般
的
に
知
ら
れ
る
二
十
四
将
を
比
較
す
る
と
小
幡

憲
重
を
除
い
て
全
て
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、
本
画
像
が
現
在
の
二
十
四
将
の
も
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
44
、
45
は
、
甲
斐
国
内
の
武
田
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
が
参
拝
者
向
け
に
配
布

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
画
像
で
あ
る
⑱
。
表
1
―
44
は
、
室
町
時
代
中
期
の
守
護
・

武
田
信
満
が
自
害
し
た
地
と
し
て
知
ら
れ
る
天
目
山
栖
雲
寺
で
配
布
さ
れ
た
。ま
た
、

表
1
―
45
は
武
田
家
に
仕
え
た
武
川
衆
・
青
木
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
り
青
木
氏
の

子
孫
・
柳
沢
家
の
菩
提
寺
で
も
あ
る
常
光
寺
が
配
布
し
て
い
た
画
像
で
あ
る
。
版
画

の
利
点
は
、
同
一
の
画
像
を
何
枚
も
摺
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
た
め
、
江
戸
時

代
後
期
に
は
庶
民
た
ち
の
間
に
信
玄
に
対
す
る
信
仰
が
浸
透
し
、
武
田
家
ゆ
か
り
の

寺
院
が
何
枚
も
の
版
画
を
印
刷
す
る
ほ
ど
多
く
の
参
拝
者
が
武
田
の
在
り
し
日
の
姿

を
求
め
て
寺
院
を
参
拝
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　以
上
紹
介
し
た
定
型
的
な
も
の
か
ら
逸
脱
し
た
画
像
は
、
一
八
〇
〇
年
代
以
降
に

成
立
し
た
画
像
に
の
み
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
肉
筆
画
の
事
例
で
紹
介
し
た
表
1
―
24

と
同
様
の
形
式
の
も
の
は
、肉
筆
画
で
は
他
に
同
様
の
例
は
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、

版
画
で
は
表
1
―
43
、
44
と
類
例
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
表
1
―
24

は
版
画
を
参
考
に
し
て
制
作
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
肉
筆
画
の
事
例

で
も
述
べ
た
通
り
、
武
将
た
ち
の
再
評
価
や
取
捨
選
択
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
か
ら

積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
発
生
も
と
は
肉
筆
画
で
は
な
く
版
画
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
47
～
50
は
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
と
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
武
田
家
家

臣
を
描
い
た
版
画
で
あ
る
。
表
1
―
47
は
、
一
枚
の
紙
に
一
人
ず
つ
武
田
家
と
上
杉

家
の
武
将
を
各
二
〇
名
ず
つ
描
い
て
お
り
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
武
田
・
上
杉

両
者
の
人
気
ぶ
り
が
わ
か
る
。
表
1
―
48
は
、
大
判
錦
絵
を
六
枚
用
い
た
画
面
上
に

武
田
の
武
士
た
ち
が
甲
冑
を
身
に
つ
け
る
過
程
を
描
い
た
画
像
で
あ
り
、
甲
冑
装
着

の
過
程
が
分
か
り
や
す
く
表
さ
れ
て
い
る
。
表
1
―
50
は
、
二
十
四
将
図
で
は
あ
る

が
上
段
中
央
に
武
田
勝
頼
を
据
え
た
特
異
な
画
像
で
、
信
玄
や
山
本
勘
助
は
描
か
れ

て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
画
像
に
つ
い
て
は
、
武
田
家
家
臣
の
中
で
も
特
に
優
秀

な
武
将
た
ち
を
人
数
は
指
定
せ
ず
に
描
い
て
お
り
、
定
型
的
な
画
像
に
描
か
れ
た
武

将
た
ち
以
外
に
も
新
た
な
武
将
た
ち
が
多
数
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
制
作
時
期

図 1　山梨県立博物館蔵「武田二十四将図」
（山梨県立博物館『開館一〇周年記念特別展
武田二十四将―信玄を支えた家臣たちの姿―』

（山梨県立博物館、2016 年）10 頁）
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と
が
わ
か
る
。
以
上
に
記
し
た
三
つ
の
画
像
と
表
1
―
12
、
22
は
、
武
田
家
旧
臣
の

家
系
が
所
蔵
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
田
家
旧
臣
は
本
図
を

明
確
な
意
図
を
持
っ
て
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は

第
三
章
で
検
討
す
る
。

　表
1
―
6
、
7
、
19
、
24
、
25
は
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
に
伝
わ
る
画
像
で

あ
る
。
表
1
―
6
を
所
蔵
す
る
成
慶
院
は
高
野
山
の
宿
坊
寺
院
で
あ
り
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
に
武
田
信
玄
と
宿
坊
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
で
高
野
山
に
お
け
る
武
田
家

の
菩
提
寺
と
な
っ
た
。
表
1
―
7
を
所
蔵
す
る
医
王
寺
は
長
篠
城
の
裏
山
に
あ
り
、

長
篠
の
戦
い
に
お
い
て
長
篠
城
を
囲
ん
だ
武
田
勝
頼
が
本
陣
を
構
え
た
場
所
で
あ
る
。

表
1
―
19
を
所
蔵
す
る
龍
雲
寺
は
武
田
信
玄
の
帰
依
が
熱
く
、
信
濃
出
兵
の
際
に
戦

勝
祈
願
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
寺
院
で
あ
る
。
表
1
―
24
、
25
は
、
信
玄
が
再
興
に
力

を
注
ぎ
、
彼
の
菩
提
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
る
恵
林
寺
が
所
蔵
し
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
武
田
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
院
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
二
十
四
将
図
を

所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
第
三
章
で
検
討
す
る
。
た

だ
し
、武
田
神
社
所
蔵
の
表
1
―
4
は
、の
ち
の
伝
来
の
た
め
こ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
。

　肉
筆
画
の
中
で
も
定
型
的
な
画
像
か
ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
が
、
前
述
し
た

表
1
―
24
と
25
で
あ
る
。
表
1
―
24
の
場
合
は
、
定
型
的
な
画
像
に
新
た
な
武
将
を

二
人
加
え
て
二
十
六
将
と
し
て
い
る
た
め
比
較
的
変
化
は
小
さ
い
が
、
他
の
肉
筆
画

で
は
同
様
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。
明
治
時
代
の
制
作
で
あ
る
表
1
―
25
に
つ
い
て
は
、

二
十
四
人
が
一
枚
の
紙
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
一
枚
の
紙
に
一
人
ず
つ
描

か
れ
て
お
り
、
描
か
れ
る
武
将
も
定
型
的
な
画
像
と
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
ま

た
、
表
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
次
章
で
述
べ
る
「
武
田
晴
信
の
出
陣
影
」
や
⑭
、

こ
れ
と
同
様
の
題
材
を
描
い
た
「
武
田
九
将

　勝
ど
き
の
図
」
な
ど
⑮
、
同
時
期
に

は
様
々
な
形
式
の
画
像
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
画
像
が
成
立
し
た
江

戸
時
代
前
期
か
ら
あ
る
程
度
の
時
間
が
経
過
し
た
中
期
以
降
に
は
、
定
型
的
な
画
像

を
参
考
に
し
な
が
ら
も
多
少
の
変
化
を
加
え
た
も
の
が
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
時
代
が

下
る
と
全
く
新
し
い
画
像
が
制
作
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　表
1
―
27
～
29
は
、肉
筆
画
に
お
い
て
独
自
の
形
式
を
持
つ
画
像
で
あ
る
。表
1
―
27

は
、
屏
風
絵
と
し
て
制
作
さ
れ
た
武
田
二
十
四
将
図
で
あ
り
、
上
杉
二
十
将
図
と
二

曲
の
屏
風
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
本
画
像
が
制
作
さ
れ
た
時
期
は
、『
甲

陽
軍
鑑
』
の
流
行
に
追
随
し
て
『
北
越
軍
記
』、『
信
州
川
中
島
五
戦
記
』
と
い
っ
た

川
中
島
の
戦
い
を
扱
っ
た
軍
記
物
・
軍
談
物
や
、
川
中
島
で
の
信
玄
と
謙
信
の
一
騎

打
ち
を
描
い
た
浮
世
絵
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
衆
た
ち
の
中
で

信
玄
と
謙
信
を
対
に
し
て
同
時
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
本
画
像
は
屏
風
絵
で
あ
る
た
め
、
定
型
的
な
画
像
の
よ
う
に
礼
拝
や
信

仰
が
目
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
鑑
賞
用
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

表
1
―
28
は
、『
武
門
便
幼
』
の
中
に
描
か
れ
た
肉
筆
画
で
あ
る
。『
武
門
便
幼
』
は

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
成
立
し
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
内
容
を
武
家
の
子
ど
も
向

け
に
絵
入
で
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
絵
巻
物
で
あ
る
。
二
十
四
将
図
は
全
三
巻
の

上
巻
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
⑯
、
こ
の
図
か
ら
は
二
十
四
将
図
の
広
ま
り
が
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
広
ま
り
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
武
家
の
子
ど
も
の

教
養
書
と
な
る
こ
と
で
信
玄
や
そ
の
家
臣
に
対
す
る
意
識
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
表
1
―
29
は
、『
武
田
実
記
』
の
中
に
描
か
れ
た
肉
筆
画
で
あ
る
。

鳳
来
寺
に
奉
納
さ
れ
た
『
武
田
実
記
』
は
、
信
玄
の
初
陣
か
ら
勝
頼
が
自
害
す
る
ま

で
に
武
田
家
が
行
っ
た
合
戦
か
ら
名
場
面
を
一
〇
場
面
選
び
出
し
て
描
い
て
お
り
、

二
十
四
将
図
は
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
⑰
。
本
書
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
比
較
す
る
と
、

描
か
れ
た
場
面
に
該
当
す
る
記
事
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
中
に
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、

二
十
四
将
図
も
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
関
連
し
て
描
か
れ
た
画
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
30
～
46
は
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
と
定
義
さ
れ
る
画
像
の
中
で
版
画
と

し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
版
画
に
つ
い
て
は
、
出
版
年
が
明
確
に
わ
か
る
事

例
が
多
く
あ
り
、
ま
た
年
代
不
明
で
も
絵
師
が
判
明
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
の

制
作
年
代
は
特
定
で
き
る
。

　表
1
―
30
～
36
は
、
表
1
―
1
に
代
表
さ
れ
る
定
型
的
な
二
十
四
将
図
と
同
じ
武

将
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。
た
だ
し
、
定
型
的
な
画
像
と
全
く
同
じ
構

図
に
な
っ
て
い
る
の
は
表
1
―
31
（
図
1
）
の
み
で
あ
り
、
表
1
―
30
、
33
、
35
、

お
よ
び
表
1
―
33
を
再
出
版
し
た
表
1
―
34
は
、
武
将
の
位
置
に
多
少
の
変
化
が
見

ら
れ
、
表
1
―
32
、
36
は
全
く
異
な
る
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。

　定
型
的
な
画
像
と
同
様
の
構
図
で
描
か
れ
た
版
画
の
中
で
、
最
も
成
立
時
期
が
早

い
と
考
え
ら
れ
る
の
が
前
述
し
た
表
1
―
31
で
あ
る
。
本
画
像
の
明
確
な
成
立
年
は

わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
作
者
・
鳥
居
清
信
が
江
戸
に
移
っ
た
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

か
ら
没
年
で
あ
る
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
の
制
作
で
あ
る
た
め
、
一
八
世
紀

前
半
に
は
既
に
定
型
的
な
画
像
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
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表
1
―
1
の
成
立
時
期
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、
本
画
像
で
は
信
玄
の
顔
が
歌
舞
伎

役
者
の
市
川
團
十
郎
に
似
せ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
歌
舞
伎
絵
は
大
衆
向
け
の
題
材

で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
期
に
は
大
衆
向
け
に
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
二
十
四
将
図
の
需
要

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
37
～
46
は
、
定
型
的
な
も
の
か
ら
は
逸
脱
し
た
形
式
を
と
る
版
画
で
あ
る
。

肉
筆
画
と
比
較
す
る
と
、
新
た
に
加
わ
っ
た
武
将
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

構
図
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
画
像
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　表
1
―
37
、
42
～
45
は
、
定
型
的
な
画
像
に
新
た
な
武
将
を
数
人
加
え
た
形
式
に

な
っ
て
お
り
、
表
1
―
37
、
42
は
定
型
的
な
画
像
に
一
人
加
え
た
も
の
、
表
1
―
43
、

44
、
45
は
二
人
加
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
基
本
的
に
は
定
型
的
な
画
像
を
根
底
に

制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　一
方
、
表
1
―
38
～
41
、
46
は
、
武
将
た
ち
の
大
幅
な
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
、
独

自
な
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。
表
1
―
38
は
、
武
将
を
一
枚
の
紙
に

一
人
ず
つ
描
く
構
成
で
、
武
田
家
と
上
杉
家
の
武
将
を
各
一
〇
名
ず
つ
描
い
て
い

る
。
上
杉
家
家
臣
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
ま
た
、
表
1
―
40
も
同
様
に
一
人
一
枚
の
構
成
で
描
か
れ
て
い
る
。
表
1
―
39

は
、
館
に
家
臣
を
集
め
て
軍
議
を
行
っ
て
い
る
様
子
を
描
い
て
お
り
、
信
玄
は
上
段

の
間
に
座
し
て
い
る
。
表
1
―
46
は
明
治
時
代
前
期
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本

画
像
を
構
成
す
る
武
将
と
現
在
一
般
的
に
知
ら
れ
る
二
十
四
将
を
比
較
す
る
と
小
幡

憲
重
を
除
い
て
全
て
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、
本
画
像
が
現
在
の
二
十
四
将
の
も
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
44
、
45
は
、
甲
斐
国
内
の
武
田
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
が
参
拝
者
向
け
に
配
布

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
画
像
で
あ
る
⑱
。
表
1
―
44
は
、
室
町
時
代
中
期
の
守
護
・

武
田
信
満
が
自
害
し
た
地
と
し
て
知
ら
れ
る
天
目
山
栖
雲
寺
で
配
布
さ
れ
た
。ま
た
、

表
1
―
45
は
武
田
家
に
仕
え
た
武
川
衆
・
青
木
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
り
青
木
氏
の

子
孫
・
柳
沢
家
の
菩
提
寺
で
も
あ
る
常
光
寺
が
配
布
し
て
い
た
画
像
で
あ
る
。
版
画

の
利
点
は
、
同
一
の
画
像
を
何
枚
も
摺
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
た
め
、
江
戸
時

代
後
期
に
は
庶
民
た
ち
の
間
に
信
玄
に
対
す
る
信
仰
が
浸
透
し
、
武
田
家
ゆ
か
り
の

寺
院
が
何
枚
も
の
版
画
を
印
刷
す
る
ほ
ど
多
く
の
参
拝
者
が
武
田
の
在
り
し
日
の
姿

を
求
め
て
寺
院
を
参
拝
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　以
上
紹
介
し
た
定
型
的
な
も
の
か
ら
逸
脱
し
た
画
像
は
、
一
八
〇
〇
年
代
以
降
に

成
立
し
た
画
像
に
の
み
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
肉
筆
画
の
事
例
で
紹
介
し
た
表
1
―
24

と
同
様
の
形
式
の
も
の
は
、肉
筆
画
で
は
他
に
同
様
の
例
は
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、

版
画
で
は
表
1
―
43
、
44
と
類
例
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
表
1
―
24

は
版
画
を
参
考
に
し
て
制
作
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
肉
筆
画
の
事
例

で
も
述
べ
た
通
り
、
武
将
た
ち
の
再
評
価
や
取
捨
選
択
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
か
ら

積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
発
生
も
と
は
肉
筆
画
で
は
な
く
版
画
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
47
～
50
は
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
と
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
武
田
家
家

臣
を
描
い
た
版
画
で
あ
る
。
表
1
―
47
は
、
一
枚
の
紙
に
一
人
ず
つ
武
田
家
と
上
杉

家
の
武
将
を
各
二
〇
名
ず
つ
描
い
て
お
り
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
武
田
・
上
杉

両
者
の
人
気
ぶ
り
が
わ
か
る
。
表
1
―
48
は
、
大
判
錦
絵
を
六
枚
用
い
た
画
面
上
に

武
田
の
武
士
た
ち
が
甲
冑
を
身
に
つ
け
る
過
程
を
描
い
た
画
像
で
あ
り
、
甲
冑
装
着

の
過
程
が
分
か
り
や
す
く
表
さ
れ
て
い
る
。
表
1
―
50
は
、
二
十
四
将
図
で
は
あ
る

が
上
段
中
央
に
武
田
勝
頼
を
据
え
た
特
異
な
画
像
で
、
信
玄
や
山
本
勘
助
は
描
か
れ

て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
画
像
に
つ
い
て
は
、
武
田
家
家
臣
の
中
で
も
特
に
優
秀

な
武
将
た
ち
を
人
数
は
指
定
せ
ず
に
描
い
て
お
り
、
定
型
的
な
画
像
に
描
か
れ
た
武

将
た
ち
以
外
に
も
新
た
な
武
将
た
ち
が
多
数
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
制
作
時
期

図 1　山梨県立博物館蔵「武田二十四将図」
（山梨県立博物館『開館一〇周年記念特別展
武田二十四将―信玄を支えた家臣たちの姿―』

（山梨県立博物館、2016 年）10 頁）
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と
が
わ
か
る
。
以
上
に
記
し
た
三
つ
の
画
像
と
表
1
―
12
、
22
は
、
武
田
家
旧
臣
の

家
系
が
所
蔵
し
て
い
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
田
家
旧
臣
は
本
図
を

明
確
な
意
図
を
持
っ
て
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は

第
三
章
で
検
討
す
る
。

　表
1
―
6
、
7
、
19
、
24
、
25
は
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
に
伝
わ
る
画
像
で

あ
る
。
表
1
―
6
を
所
蔵
す
る
成
慶
院
は
高
野
山
の
宿
坊
寺
院
で
あ
り
、
永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
）
に
武
田
信
玄
と
宿
坊
契
約
を
結
ん
だ
こ
と
で
高
野
山
に
お
け
る
武
田
家

の
菩
提
寺
と
な
っ
た
。
表
1
―
7
を
所
蔵
す
る
医
王
寺
は
長
篠
城
の
裏
山
に
あ
り
、

長
篠
の
戦
い
に
お
い
て
長
篠
城
を
囲
ん
だ
武
田
勝
頼
が
本
陣
を
構
え
た
場
所
で
あ
る
。

表
1
―
19
を
所
蔵
す
る
龍
雲
寺
は
武
田
信
玄
の
帰
依
が
熱
く
、
信
濃
出
兵
の
際
に
戦

勝
祈
願
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
寺
院
で
あ
る
。
表
1
―
24
、
25
は
、
信
玄
が
再
興
に
力

を
注
ぎ
、
彼
の
菩
提
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
る
恵
林
寺
が
所
蔵
し
て
い
る
。
以
上
の
よ

う
に
、
武
田
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
院
は
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
二
十
四
将
図
を

所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
第
三
章
で
検
討
す
る
。
た

だ
し
、武
田
神
社
所
蔵
の
表
1
―
4
は
、の
ち
の
伝
来
の
た
め
こ
こ
に
は
含
ま
れ
な
い
。

　肉
筆
画
の
中
で
も
定
型
的
な
画
像
か
ら
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
が
、
前
述
し
た

表
1
―
24
と
25
で
あ
る
。
表
1
―
24
の
場
合
は
、
定
型
的
な
画
像
に
新
た
な
武
将
を

二
人
加
え
て
二
十
六
将
と
し
て
い
る
た
め
比
較
的
変
化
は
小
さ
い
が
、
他
の
肉
筆
画

で
は
同
様
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。
明
治
時
代
の
制
作
で
あ
る
表
1
―
25
に
つ
い
て
は
、

二
十
四
人
が
一
枚
の
紙
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
一
枚
の
紙
に
一
人
ず
つ
描

か
れ
て
お
り
、
描
か
れ
る
武
将
も
定
型
的
な
画
像
と
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
ま

た
、
表
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
が
、
次
章
で
述
べ
る
「
武
田
晴
信
の
出
陣
影
」
や
⑭
、

こ
れ
と
同
様
の
題
材
を
描
い
た
「
武
田
九
将

　勝
ど
き
の
図
」
な
ど
⑮
、
同
時
期
に

は
様
々
な
形
式
の
画
像
が
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
画
像
が
成
立
し
た
江

戸
時
代
前
期
か
ら
あ
る
程
度
の
時
間
が
経
過
し
た
中
期
以
降
に
は
、
定
型
的
な
画
像

を
参
考
に
し
な
が
ら
も
多
少
の
変
化
を
加
え
た
も
の
が
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
時
代
が

下
る
と
全
く
新
し
い
画
像
が
制
作
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　表
1
―
27
～
29
は
、肉
筆
画
に
お
い
て
独
自
の
形
式
を
持
つ
画
像
で
あ
る
。表
1
―
27

は
、
屏
風
絵
と
し
て
制
作
さ
れ
た
武
田
二
十
四
将
図
で
あ
り
、
上
杉
二
十
将
図
と
二

曲
の
屏
風
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
本
画
像
が
制
作
さ
れ
た
時
期
は
、『
甲

陽
軍
鑑
』
の
流
行
に
追
随
し
て
『
北
越
軍
記
』、『
信
州
川
中
島
五
戦
記
』
と
い
っ
た

川
中
島
の
戦
い
を
扱
っ
た
軍
記
物
・
軍
談
物
や
、
川
中
島
で
の
信
玄
と
謙
信
の
一
騎

打
ち
を
描
い
た
浮
世
絵
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
民
衆
た
ち
の
中
で

信
玄
と
謙
信
を
対
に
し
て
同
時
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
流
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
本
画
像
は
屏
風
絵
で
あ
る
た
め
、
定
型
的
な
画
像
の
よ
う
に
礼
拝
や
信

仰
が
目
的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
鑑
賞
用
に
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

表
1
―
28
は
、『
武
門
便
幼
』
の
中
に
描
か
れ
た
肉
筆
画
で
あ
る
。『
武
門
便
幼
』
は

宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
成
立
し
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
内
容
を
武
家
の
子
ど
も
向

け
に
絵
入
で
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
た
絵
巻
物
で
あ
る
。
二
十
四
将
図
は
全
三
巻
の

上
巻
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
⑯
、
こ
の
図
か
ら
は
二
十
四
将
図
の
広
ま
り
が
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
広
ま
り
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
武
家
の
子
ど
も
の

教
養
書
と
な
る
こ
と
で
信
玄
や
そ
の
家
臣
に
対
す
る
意
識
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
表
1
―
29
は
、『
武
田
実
記
』
の
中
に
描
か
れ
た
肉
筆
画
で
あ
る
。

鳳
来
寺
に
奉
納
さ
れ
た
『
武
田
実
記
』
は
、
信
玄
の
初
陣
か
ら
勝
頼
が
自
害
す
る
ま

で
に
武
田
家
が
行
っ
た
合
戦
か
ら
名
場
面
を
一
〇
場
面
選
び
出
し
て
描
い
て
お
り
、

二
十
四
将
図
は
冒
頭
に
描
か
れ
て
い
る
⑰
。
本
書
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
比
較
す
る
と
、

描
か
れ
た
場
面
に
該
当
す
る
記
事
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
中
に
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、

二
十
四
将
図
も
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
関
連
し
て
描
か
れ
た
画
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　表
1
―
30
～
46
は
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
と
定
義
さ
れ
る
画
像
の
中
で
版
画
と

し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
版
画
に
つ
い
て
は
、
出
版
年
が
明
確
に
わ
か
る
事

例
が
多
く
あ
り
、
ま
た
年
代
不
明
で
も
絵
師
が
判
明
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
程
度
の

制
作
年
代
は
特
定
で
き
る
。

　表
1
―
30
～
36
は
、
表
1
―
1
に
代
表
さ
れ
る
定
型
的
な
二
十
四
将
図
と
同
じ
武

将
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
画
像
で
あ
る
。
た
だ
し
、
定
型
的
な
画
像
と
全
く
同
じ
構

図
に
な
っ
て
い
る
の
は
表
1
―
31
（
図
1
）
の
み
で
あ
り
、
表
1
―
30
、
33
、
35
、

お
よ
び
表
1
―
33
を
再
出
版
し
た
表
1
―
34
は
、
武
将
の
位
置
に
多
少
の
変
化
が
見

ら
れ
、
表
1
―
32
、
36
は
全
く
異
な
る
も
の
に
変
化
し
て
い
る
。

　定
型
的
な
画
像
と
同
様
の
構
図
で
描
か
れ
た
版
画
の
中
で
、
最
も
成
立
時
期
が
早

い
と
考
え
ら
れ
る
の
が
前
述
し
た
表
1
―
31
で
あ
る
。
本
画
像
の
明
確
な
成
立
年
は

わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
作
者
・
鳥
居
清
信
が
江
戸
に
移
っ
た
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）

か
ら
没
年
で
あ
る
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
の
制
作
で
あ
る
た
め
、
一
八
世
紀

前
半
に
は
既
に
定
型
的
な
画
像
が
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、

302

（5） （4）
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腰
掛
け
て
い
る
の
は
、
川
中
島
合
戦
に
お
け
る
信
玄
と
謙
信
の
一
騎
打
ち
の
「
信
玄
公

の
牀
机
の
上
に
御
座
候
所
へ
、（
中
略
）
信
玄
公
た
つ
て
、軍
配
団
扇
に
て
う
け
な
さ
る
。」

（
中
―
一
五
四
～
一
五
五
頁
）と
い
う
記
載
を
も
と
に
し
て
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
瞳
を
上
下
に
向
く
よ
う
に
描
き
、
口
元
に
乱
杭
歯
を
覗
か
せ
る
こ
と
で
信
玄

を
不
動
明
王
と
重
ね
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
も
『
甲
陽
軍
鑑
』
に

信
玄
公
思
召
立
、（
中
略
）
御
影
を
木
像
に
あ
ら
は
し
、
見
く
ら
べ
て
御
本
躰

に
ち
が
は
ぬ
や
う
に
作
ら
せ
、
御
ぐ
し
の
毛
を
焼
て
御
影
の
御
髪
を
彩
色
給
へ

ば
、
座
像
の
不
動
明
王
に
毛
頭
違
は
せ
給
は
ず
。」（
上
―
一
四
四
頁
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
本
画
像
に
描
か
れ
た

信
玄
の
姿
と
一
致
す
る
記
載
が
数
多
く
確
認
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
二
十
四
将
図
に

お
け
る
武
田
信
玄
の
姿
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
載
を
も
と
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
武
田
家
家
臣
団
図
に
描
か
れ
た
武
将
の
姿
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
図
3
は
、

晴
信
時
代
の
信
玄
と
そ
の
家
臣
を
題
材
に
し
た
画
像
で
あ
る
が
、『
甲
陽
軍
鑑
』
巻

第
九
（
下
）
品
第
廿
六
の
碓
氷
峠
合
戦
に
て
行
わ
れ
た
勝
鬨
の
儀
式
に
つ
い
て
述
べ

た
部
分
に
は
、
本
画
像
と
内
容
が
一
致
す
る
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以

下
、
そ
の
記
述
を
示
す
と
、

儀
式
は
、
御
太
刀
飯
富
殿
左
に
、
御
団
板
垣
右
に
、
弓
矢
は
原
美
濃
守
御
そ
ば

左
、
弓
は
白
膠
木
の
木
に
て
、
新
く
い
か
や
う
に
も
仕
る
物
な
り
。
矢
は
ま
ば

本
矢
也
。
太
鼓
は
小
幡
山
城
御
そ
ば
右
に
、
ほ
ら
貝
は
山
本
勘
介
、
是
は
ふ
か

ず
し
て
手
に
も
ち
て
ゐ
る
な
り
。
太
鼓
せ
を
ふ
者
に
も
た
せ
撥
を
と
り
て
三
度

う
つ
。
御
旗
は
加
藤
加
賀
守
、
小
旗
持
を
そ
ば
へ
引
付
、
御
旗
に
左
の
手
を
か

け
て
ゐ
る
な
り
。
さ
い
は
い
は
御
屋
形
様
持
給
ふ
。
な
ん
て
ん
の
御
手
水
は
金

丸
筑
前
、
太
布
の
御
手
巾
飯
富
源
四
郎
、
如
此
あ
り
（
中
―
二
五
頁
）

と
あ
る
。
一
方
、
画
像
に
描
か
れ
た
武
将
た
ち
も
、
最
上
段
に
軍
配
を
持
っ
た
晴
信
、

太
刀
を
持
ち
晴
信
か
ら
見
て
左
に
控
え
る
飯
富
兵
部
、
団
扇
を
持
っ
て
右
に
控
え
る

板
垣
信
形
な
ど
、
武
将
名
だ
け
で
な
く
位
置
や
持
物
も
全
て
一
致
し
て
い
る
。
以
上

の
結
果
か
ら
、
武
田
家
家
臣
団
を
題
材
に
描
い
た
本
画
像
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述

を
も
と
に
描
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
武
田
二
十
四
将
図
に
お
け
る
信
玄
の
姿
や
、
二
十
四
将
図
か
ら
派

生
し
た
武
田
家
家
臣
団
図
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述
を
も
と
に
制
作
さ
れ
て
い
る
が
、

一
方
で
武
田
二
十
四
将
図
に
選
定
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
は
完
全
に
一
致
す
る
記
述

図 3　武田忠雄氏蔵「武田晴信の出陣影」
（上野晴朗編『図説　武田信玄公・一族興亡の軌跡』

（武田神社、1994 年、144 頁）

図 2　武田神社所蔵「武田二十四将図」
（守屋正彦『近世武家肖像画の研究（図版）』

（勉誠出版、2000 年）112 頁）
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は
全
て
一
八
〇
〇
年
代
以
降
で
あ
る
た
め
、
定
型
的
な
二
十
四
将
図
か
ら
逸
脱
し
た

形
式
が
発
生
し
た
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。

第
二
節

　
「
武
田
二
十
四
将
図
」
の
検
証
結
果

　本
節
で
は
、
第
一
節
に
お
け
る
調
査
結
果
を
も
と
に
、
武
田
二
十
四
将
図
の
変
遷

や
制
作
背
景
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

　武
田
二
十
四
将
図
が
制
作
さ
れ
始
め
た
の
は
、
一
八
世
紀
の
前
半
頃
で
あ
る
。
信

玄
単
独
の
肖
像
画
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
描
か
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代

前
期
に
成
立
し
た
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
っ
て
信
玄
の
軍
学
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
信
玄

の
み
な
ら
ず
彼
の
命
令
を
実
行
し
て
勝
利
に
導
き
信
玄
を
支
え
た
武
田
軍
、
ひ
い
て

は
そ
の
家
臣
一
人
ひ
と
り
に
ま
で
注
目
が
集
ま
っ
た
。
ま
た
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は

家
臣
た
ち
の
武
功
・
逸
話
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
本
画
像
が
成
立
す
る
下
地
が
整
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

信
玄
と
そ
の
家
臣
団
を
描
い
た
新
た
な
肖
像
画
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
成
立

当
初
の
画
像
に
つ
い
て
は
、制
作
者
が
武
田
家
ゆ
か
り
の
武
士
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

構
成
武
将
や
構
図
と
い
っ
た
形
式
に
つ
い
て
は
、
の
ち
の
時
代
ま
で
参
考
に
さ
れ
、

同
様
の
形
式
を
持
つ
画
像
が
多
く
描
か
れ
た
た
め
、
こ
れ
が
定
型
的
な
も
の
と
い
え

る
。
そ
の
後
、
一
七
五
〇
年
頃
に
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
が
武
家
の
子
ど
も
の
教
養
書
と

し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
で
信
玄
や
そ
の
家
臣
に
対
す
る
信
仰
が
さ
ら
に
広
が
っ
た
。

つ
ま
り
、
江
戸
時
代
前
期
の
画
像
は
主
に
武
士
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
制
作
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
一
七
二
〇
年
以
前
に
は
す
で
に
大
衆
向
け
の
画
像
も
出

版
さ
れ
て
い
る
。

　江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、
武
将
た
ち
の
再
評
価
や
取
捨
選
択
が
積
極
的
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
定
型
的
な
も
の
か
ら
は
逸
脱
し
た
形
式
の
画
像
が
現
れ
始
め

る
。
こ
の
時
期
に
新
た
に
加
わ
っ
た
武
将
は
多
く
、
構
図
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
画

像
に
よ
っ
て
異
な
り
、
屏
風
な
ど
も
制
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
発
生
も
と
は
肉
筆

画
で
は
な
く
版
画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
版
画
は
大
勢
の
民
衆
が
鑑
賞
者
と
な

る
こ
と
を
意
図
し
た
絵
画
で
あ
る
た
め
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
何
度
も
再
版
さ
れ
て
信
玄

を
題
材
と
し
た
絵
画
の
需
要
も
高
ま
っ
た
こ
と
で
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
制
作
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
は
、
主
に
民
衆
・
大
衆
が
タ
ー
ゲ
ッ

ト
層
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
は
武
田
の
在
り

し
日
の
姿
を
求
め
て
寺
院
を
訪
れ
た
庶
民
た
ち
に
画
像
を
配
布
し
て
い
た
。

　明
治
時
代
以
降
に
な
る
と
、
新
た
な
価
値
観
や
評
価
基
準
で
武
将
た
ち
の
取
捨
選

択
が
行
わ
れ
、
全
く
新
し
い
画
像
が
制
作
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
新
た
に
誕
生
し
た

二
十
四
将
図
が
現
在
の
武
田
二
十
四
将
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　本
章
で
は
、
今
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
画
像
を
追
加
し
、
様
々
な
形
式
の

事
例
を
検
討
し
な
が
ら
改
め
て
画
像
の
絵
画
的
な
変
遷
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
章
で
は
二
十
四
将
図
に
描
か
れ
た
武
将
た
ち
の
江
戸
時
代

に
お
け
る
評
価
を
検
証
す
る
。

第
二
章

　
武
田
二
十
四
将
図
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価

　第
一
章
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
の
絵
画
的
な
変
遷
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
が
、

武
将
の
変
遷
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
章
で
は
武
田
二
十
四

将
図
や
そ
の
派
生
形
で
あ
る
武
田
家
家
臣
団
図
の
画
像
を
実
際
に
示
し
な
が
ら
、
ど

の
よ
う
に
武
将
が
選
定
さ
れ
、
何
を
も
と
に
画
像
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。
ま
た
、『
甲
陽
軍
艦
』
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
調
査
す
る
。

第
一
節

　
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
過
程
に
お
け
る
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
影
響

　本
節
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
に
お
け
る
信
玄
の
姿
や
、
武
田
二
十
四
将
図
で
は

な
い
が
信
玄
と
そ
の
家
臣
を
描
い
た
武
田
家
家
臣
団
図
に
つ
い
て
実
際
に
画
像
を
示

し
な
が
ら
考
察
し
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。

　は
じ
め
に
、
全
て
の
二
十
四
将
図
の
基
礎
と
な
る
定
型
的
な
画
像
に
描
か
れ
た
信

玄
の
姿
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
図
2
は
、
定
型
的
な
画
像
に
あ
た
る
表
1
―
2
の
画

像
で
あ
る
。
本
画
像
に
お
け
る
武
田
信
玄
の
姿
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
載
を
も
と
に

描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
以
下
に
述
べ
る
。

　ま
ず
、
信
玄
が
着
用
し
て
い
る
兜
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
「
信
玄
公
、
勝
頼
公
へ
御
譲

ゆ
る
し
給
ふ
（
中
略
）
御
甲
、
信
玄
公
御
秘
蔵
の
故
、
諏
訪
法
性
の
御
甲
と
是
を
申
。」

と
記
さ
れ
た
諏
訪
法
性
の
兜
で
あ
る
⑲
。
ま
た
、
鎧
の
上
か
ら
衣
を
着
て
袈
裟
を
纏
う

僧
侶
の
よ
う
な
出
で
立
ち
は
「
信
玄
斗
こ
と
有
人
に
て
、
法
師
武
者
を
大
勢
仕
立
を
か

れ
候
」（
中
―
一
五
八
頁
）
と
い
う
記
載
を
も
と
に
し
、
右
手
に
軍
配
を
持
っ
て
床
机
に

301
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腰
掛
け
て
い
る
の
は
、
川
中
島
合
戦
に
お
け
る
信
玄
と
謙
信
の
一
騎
打
ち
の
「
信
玄
公

の
牀
机
の
上
に
御
座
候
所
へ
、（
中
略
）
信
玄
公
た
つ
て
、軍
配
団
扇
に
て
う
け
な
さ
る
。」

（
中
―
一
五
四
～
一
五
五
頁
）と
い
う
記
載
を
も
と
に
し
て
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
瞳
を
上
下
に
向
く
よ
う
に
描
き
、
口
元
に
乱
杭
歯
を
覗
か
せ
る
こ
と
で
信
玄

を
不
動
明
王
と
重
ね
て
い
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
も
『
甲
陽
軍
鑑
』
に

信
玄
公
思
召
立
、（
中
略
）
御
影
を
木
像
に
あ
ら
は
し
、
見
く
ら
べ
て
御
本
躰

に
ち
が
は
ぬ
や
う
に
作
ら
せ
、
御
ぐ
し
の
毛
を
焼
て
御
影
の
御
髪
を
彩
色
給
へ

ば
、
座
像
の
不
動
明
王
に
毛
頭
違
は
せ
給
は
ず
。」（
上
―
一
四
四
頁
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は
本
画
像
に
描
か
れ
た

信
玄
の
姿
と
一
致
す
る
記
載
が
数
多
く
確
認
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
二
十
四
将
図
に

お
け
る
武
田
信
玄
の
姿
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
載
を
も
と
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
武
田
家
家
臣
団
図
に
描
か
れ
た
武
将
の
姿
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
図
3
は
、

晴
信
時
代
の
信
玄
と
そ
の
家
臣
を
題
材
に
し
た
画
像
で
あ
る
が
、『
甲
陽
軍
鑑
』
巻

第
九
（
下
）
品
第
廿
六
の
碓
氷
峠
合
戦
に
て
行
わ
れ
た
勝
鬨
の
儀
式
に
つ
い
て
述
べ

た
部
分
に
は
、
本
画
像
と
内
容
が
一
致
す
る
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以

下
、
そ
の
記
述
を
示
す
と
、

儀
式
は
、
御
太
刀
飯
富
殿
左
に
、
御
団
板
垣
右
に
、
弓
矢
は
原
美
濃
守
御
そ
ば

左
、
弓
は
白
膠
木
の
木
に
て
、
新
く
い
か
や
う
に
も
仕
る
物
な
り
。
矢
は
ま
ば

本
矢
也
。
太
鼓
は
小
幡
山
城
御
そ
ば
右
に
、
ほ
ら
貝
は
山
本
勘
介
、
是
は
ふ
か

ず
し
て
手
に
も
ち
て
ゐ
る
な
り
。
太
鼓
せ
を
ふ
者
に
も
た
せ
撥
を
と
り
て
三
度

う
つ
。
御
旗
は
加
藤
加
賀
守
、
小
旗
持
を
そ
ば
へ
引
付
、
御
旗
に
左
の
手
を
か

け
て
ゐ
る
な
り
。
さ
い
は
い
は
御
屋
形
様
持
給
ふ
。
な
ん
て
ん
の
御
手
水
は
金

丸
筑
前
、
太
布
の
御
手
巾
飯
富
源
四
郎
、
如
此
あ
り
（
中
―
二
五
頁
）

と
あ
る
。
一
方
、
画
像
に
描
か
れ
た
武
将
た
ち
も
、
最
上
段
に
軍
配
を
持
っ
た
晴
信
、

太
刀
を
持
ち
晴
信
か
ら
見
て
左
に
控
え
る
飯
富
兵
部
、
団
扇
を
持
っ
て
右
に
控
え
る

板
垣
信
形
な
ど
、
武
将
名
だ
け
で
な
く
位
置
や
持
物
も
全
て
一
致
し
て
い
る
。
以
上

の
結
果
か
ら
、
武
田
家
家
臣
団
を
題
材
に
描
い
た
本
画
像
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述

を
も
と
に
描
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　こ
の
よ
う
に
、
武
田
二
十
四
将
図
に
お
け
る
信
玄
の
姿
や
、
二
十
四
将
図
か
ら
派

生
し
た
武
田
家
家
臣
団
図
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述
を
も
と
に
制
作
さ
れ
て
い
る
が
、

一
方
で
武
田
二
十
四
将
図
に
選
定
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
は
完
全
に
一
致
す
る
記
述

図 3　武田忠雄氏蔵「武田晴信の出陣影」
（上野晴朗編『図説　武田信玄公・一族興亡の軌跡』

（武田神社、1994 年、144 頁）

図 2　武田神社所蔵「武田二十四将図」
（守屋正彦『近世武家肖像画の研究（図版）』

（勉誠出版、2000 年）112 頁）

6

は
全
て
一
八
〇
〇
年
代
以
降
で
あ
る
た
め
、
定
型
的
な
二
十
四
将
図
か
ら
逸
脱
し
た

形
式
が
発
生
し
た
時
期
と
一
致
し
て
い
る
。

第
二
節

　
「
武
田
二
十
四
将
図
」
の
検
証
結
果

　本
節
で
は
、
第
一
節
に
お
け
る
調
査
結
果
を
も
と
に
、
武
田
二
十
四
将
図
の
変
遷

や
制
作
背
景
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

　武
田
二
十
四
将
図
が
制
作
さ
れ
始
め
た
の
は
、
一
八
世
紀
の
前
半
頃
で
あ
る
。
信

玄
単
独
の
肖
像
画
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
描
か
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代

前
期
に
成
立
し
た
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
っ
て
信
玄
の
軍
学
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
信
玄

の
み
な
ら
ず
彼
の
命
令
を
実
行
し
て
勝
利
に
導
き
信
玄
を
支
え
た
武
田
軍
、
ひ
い
て

は
そ
の
家
臣
一
人
ひ
と
り
に
ま
で
注
目
が
集
ま
っ
た
。
ま
た
、『
甲
陽
軍
鑑
』
に
は

家
臣
た
ち
の
武
功
・
逸
話
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
が
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
本
画
像
が
成
立
す
る
下
地
が
整
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

信
玄
と
そ
の
家
臣
団
を
描
い
た
新
た
な
肖
像
画
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
成
立

当
初
の
画
像
に
つ
い
て
は
、制
作
者
が
武
田
家
ゆ
か
り
の
武
士
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

構
成
武
将
や
構
図
と
い
っ
た
形
式
に
つ
い
て
は
、
の
ち
の
時
代
ま
で
参
考
に
さ
れ
、

同
様
の
形
式
を
持
つ
画
像
が
多
く
描
か
れ
た
た
め
、
こ
れ
が
定
型
的
な
も
の
と
い
え

る
。
そ
の
後
、
一
七
五
〇
年
頃
に
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
が
武
家
の
子
ど
も
の
教
養
書
と

し
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
で
信
玄
や
そ
の
家
臣
に
対
す
る
信
仰
が
さ
ら
に
広
が
っ
た
。

つ
ま
り
、
江
戸
時
代
前
期
の
画
像
は
主
に
武
士
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
制
作
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
、
一
七
二
〇
年
以
前
に
は
す
で
に
大
衆
向
け
の
画
像
も
出

版
さ
れ
て
い
る
。

　江
戸
時
代
中
期
以
降
に
な
る
と
、
武
将
た
ち
の
再
評
価
や
取
捨
選
択
が
積
極
的
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
定
型
的
な
も
の
か
ら
は
逸
脱
し
た
形
式
の
画
像
が
現
れ
始
め

る
。
こ
の
時
期
に
新
た
に
加
わ
っ
た
武
将
は
多
く
、
構
図
や
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
画

像
に
よ
っ
て
異
な
り
、
屏
風
な
ど
も
制
作
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
発
生
も
と
は
肉
筆

画
で
は
な
く
版
画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
版
画
は
大
勢
の
民
衆
が
鑑
賞
者
と
な

る
こ
と
を
意
図
し
た
絵
画
で
あ
る
た
め
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
何
度
も
再
版
さ
れ
て
信
玄

を
題
材
と
し
た
絵
画
の
需
要
も
高
ま
っ
た
こ
と
で
様
々
な
パ
タ
ー
ン
が
制
作
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
は
、
主
に
民
衆
・
大
衆
が
タ
ー
ゲ
ッ

ト
層
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
は
武
田
の
在
り

し
日
の
姿
を
求
め
て
寺
院
を
訪
れ
た
庶
民
た
ち
に
画
像
を
配
布
し
て
い
た
。

　明
治
時
代
以
降
に
な
る
と
、
新
た
な
価
値
観
や
評
価
基
準
で
武
将
た
ち
の
取
捨
選

択
が
行
わ
れ
、
全
く
新
し
い
画
像
が
制
作
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
新
た
に
誕
生
し
た

二
十
四
将
図
が
現
在
の
武
田
二
十
四
将
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　本
章
で
は
、
今
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
画
像
を
追
加
し
、
様
々
な
形
式
の

事
例
を
検
討
し
な
が
ら
改
め
て
画
像
の
絵
画
的
な
変
遷
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
次
章
で
は
二
十
四
将
図
に
描
か
れ
た
武
将
た
ち
の
江
戸
時
代

に
お
け
る
評
価
を
検
証
す
る
。

第
二
章

　
武
田
二
十
四
将
図
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価

　第
一
章
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
の
絵
画
的
な
変
遷
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
が
、

武
将
の
変
遷
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
章
で
は
武
田
二
十
四

将
図
や
そ
の
派
生
形
で
あ
る
武
田
家
家
臣
団
図
の
画
像
を
実
際
に
示
し
な
が
ら
、
ど

の
よ
う
に
武
将
が
選
定
さ
れ
、
何
を
も
と
に
画
像
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。
ま
た
、『
甲
陽
軍
艦
』
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
調
査
す
る
。

第
一
節

　
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
過
程
に
お
け
る
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
影
響

　本
節
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
に
お
け
る
信
玄
の
姿
や
、
武
田
二
十
四
将
図
で
は

な
い
が
信
玄
と
そ
の
家
臣
を
描
い
た
武
田
家
家
臣
団
図
に
つ
い
て
実
際
に
画
像
を
示

し
な
が
ら
考
察
し
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
与
え
た
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
。

　は
じ
め
に
、
全
て
の
二
十
四
将
図
の
基
礎
と
な
る
定
型
的
な
画
像
に
描
か
れ
た
信

玄
の
姿
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
図
2
は
、
定
型
的
な
画
像
に
あ
た
る
表
1
―
2
の
画

像
で
あ
る
。
本
画
像
に
お
け
る
武
田
信
玄
の
姿
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
載
を
も
と
に

描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
以
下
に
述
べ
る
。

　ま
ず
、
信
玄
が
着
用
し
て
い
る
兜
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
「
信
玄
公
、
勝
頼
公
へ
御
譲

ゆ
る
し
給
ふ
（
中
略
）
御
甲
、
信
玄
公
御
秘
蔵
の
故
、
諏
訪
法
性
の
御
甲
と
是
を
申
。」

と
記
さ
れ
た
諏
訪
法
性
の
兜
で
あ
る
⑲
。
ま
た
、
鎧
の
上
か
ら
衣
を
着
て
袈
裟
を
纏
う

僧
侶
の
よ
う
な
出
で
立
ち
は
「
信
玄
斗
こ
と
有
人
に
て
、
法
師
武
者
を
大
勢
仕
立
を
か

れ
候
」（
中
―
一
五
八
頁
）
と
い
う
記
載
を
も
と
に
し
、
右
手
に
軍
配
を
持
っ
て
床
机
に
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甘
利
は
御
譜
代
家
老
衆
、
そ
の
他
の
五
人
は
足
軽
大
将
衆
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ま
ず
、
御
親
類
衆
に
分
類
さ
れ
た
三
人
は
上
段
の
信
玄
の
側
近
く
に
描
か
れ
、
両

脇
に
は
武
田
逍
遥
軒
と
穴
山
梅
雪
が
配
置
さ
れ
る
構
図
が
一
般
的
で
あ
る
。こ
れ
は
、

信
玄
に
最
も
近
い
立
場
に
あ
り
、
他
の
人
物
よ
り
も
信
玄
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

　武
田
逍
遥
軒
に
つ
い
て
は
、信
玄
が
死
の
間
際
に
「
か
ご
こ
し
に
逍
遙
軒
を
の
せ
、

信
玄
公
御
煩
に
付
て
、
甲
府
へ
御
帰
陣
也
と
申
候
は
ゞ
、
我
等
と
逍
遙
軒
と
見
わ
く

る
者
有
ま
じ
く
候
。（
中
略
）
逍
遙
軒
を
見
て
、
信
玄
は
存
命
な
り
と
申
べ
き
は
必

定
な
り
。」（
中
―
三
五
七
頁
）
と
指
示
す
る
な
ど
、
信
玄
の
影
武
者
と
し
て
活
躍
し

て
い
る
。
逍
遥
軒
が
画
像
に
お
い
て
信
玄
に
似
せ
た
顔
立
ち
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
は
以
上
の
記
述
が
参
考
に
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
影
武
者
に
お
け
る
活
躍

が
選
定
の
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　武
田
勝
頼
に
つ
い
て
は
、歌
川
貞
秀
筆
の「
武
田
家
勇
将
軍
評
定
之
図
」に
お
い
て
、

天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
生
ま
れ
の
真
田
昌
幸
が
凛
々
し
い
若
武
者
姿
で
描
か
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
天
文
一
五
年
（
一
五
四
六
）
生
ま
れ
で
昌
幸
よ
り
も
一
つ
年
上

の
武
田
勝
頼
が
幼
子
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
（
図
4
）。
こ
の
絵
画
的
表
現
は
明
ら

か
に
勝
頼
を
貶
め
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

画
像
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
勝
頼
に
つ
い
て
の
記

述
を
見
る
と
、「
長
篠
に
て
、

武
田
の
家
老
（
中
略
）
各
老

若
共
に
申
候
は
、
御
一
戦
な
さ

る
ゝ
事
御
無
用
な
り
と
種
々
申

上
候
へ
ど
も
、
御
屋
形
勝
頼
公

と
長
坂
長
閑
・
跡
部
大
炊
助
は
、

一
戦
な
さ
れ
て
よ
し
と
あ
る
儀

な
り
。」（
下
―
三
二
九
頁
）
と

家
老
の
意
見
を
軽
ん
じ
た
こ
と

で
戦
に
敗
れ
、「
信
玄
公
の
な

さ
れ
置
候
事
共
を
手
本
に
あ
そ

ば
し
候
は
で
、
た
ゞ
勝
た
が
り

御
名
を
取
た
が
り
あ
そ
ば
し
候

に
よ
り
、
今
度
長
篠
に
て
も
勝
利
を
失
、
家
老
の
衆
み
な
御
う
た
せ
な
る
ゝ
」（
上

―
九
四
頁
）と
敗
因
理
由
を
分
析
さ
れ
る
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
多
く
見
ら
れ
る
。

勝
頼
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
で
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
る
の
は
、
高
坂
弾
正
が
信

玄
遺
臣
の
立
場
か
ら
新
当
主
・
武
田
勝
頼
公
や
そ
の
側
近
で
あ
る
長
坂
長
閑
・
跡
部

大
炊
助
の
三
人
を
諫
め
る
た
め
に
記
し
た
書
を
根
幹
と
す
る
書
物
と
い
う
形
式
を

取
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
画
像
の
成
立
当
初
は
信
玄
の
跡

を
継
い
で
新
た
に
当
主
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
の
、『
甲
陽
軍
鑑
』

が
広
く
知
れ
渡
る
に
つ
れ
民
衆
の
間
で
武
田
家
を
滅
亡
さ
せ
た
暗
君
と
い
う
負
の
イ

メ
ー
ジ
が
定
着
し
、
勝
頼
を
陥
れ
る
画
像
も
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

最
終
的
に
は
明
治
期
の
大
改
訂
に
よ
っ
て
表
1
―
46
の
よ
う
に
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
さ

れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　穴
山
梅
雪
に
つ
い
て
は
、
信
玄
か
ら
の
信
頼
が
厚
く
「
典
厩
・
穴
山
両
人
憑
候

間
、
四
郎
を
屋
形
の
ご
と
く
執
し
て
く
れ
ら
れ
候
へ
。」（
中
―
三
五
六
頁
）
と
死
の

間
際
の
信
玄
か
ら
託
さ
れ
る
な
ど
高
評
価
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
山
県
か
ら
は

「
ひ
と
か
た
ぎ
に
て
、
武
士
道
の
や
く
に
立
事
す
ぐ
れ
て
心
清
く
、
縦
ば
刀
脇
指
に

か
は
り
て
出
来
て
る
や
う
」
な
異
相
者
と
し
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
中
―

四
〇
〇
頁
）、
勝
頼
の
代
に
な
る
と
徳
川
家
康
と
内
通
し
、
武
田
家
滅
亡
の
要
因
を

作
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
穴
山
の
評
価
が
主
君
に
対
す
る
裏
切
り
に
よ
っ
て
落
ち
る

こ
と
は
一
切
な
く
、
初
期
の
画
像
か
ら
現
在
の
二
十
四
将
ま
で
選
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
勝
頼
に
背
い
た
理
由
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
甲
陽
軍
鑑
』
で
は
裏
切

り
の
原
因
を
「
勝
頼
公
御
料
人
を
穴
山
殿
御
子
息
勝
千
世
殿
へ
御
約
束
な
れ
共
、
長

坂
長
閑
・
跡
部
大
炊
助
・
大
竜
寺
の
麟
岳
和
尚
へ
典
厩
音
物
を
つ
か
ひ
な
さ
る
ゝ
故
、

穴
山
勝
千
世
殿
と
は
御
相
生
悪
と
て
典
厩
の
次
郎
殿
を
聟
に
な
さ
る
べ
き
と
有
故
、

穴
山
殿
御
前
殊
ノ
外
御
立
腹
は
御
尤
の
事
に
て
候
。」（
下
―
四
二
八
頁
）
と
記
し
て

お
り
、
こ
の
内
容
か
ら
は
金
品
を
受
け
取
っ
た
こ
と
で
穴
山
と
の
約
束
を
反
故
に
し

た
勝
頼
の
側
近
た
ち
や
、
そ
れ
を
聞
き
入
れ
た
勝
頼
に
も
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
信
玄
期
の
実
績
が
評
価
さ
れ
、
前
述

の
よ
う
に
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
勝
頼
に
対
す
る
裏
切
り
・
寝
返
り
は
致
し
方
な
し

と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
御
譜
代
家
老
衆
に
分
類
さ
れ
た
九
人
は
、
画
像
の
中
段
に
描
か
れ
る
の
が

定
番
で
あ
る
。『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
い
て
信
玄
は
、
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
「
馬

図 4　ボストン美術館蔵
「武田家勇将軍評定之図」（部分）
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8

は
な
い
。
し
か
し
、
武
田
家
家
臣
団
を
題
材
に
し
た
画
像
と
い
う
点
で
は
武
田
家
家

臣
団
図
と
同
じ
で
あ
り
、
武
将
の
選
定
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価
が
参
考
に
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
次
節
で
は
二
十
四
将
図
に
お
け
る
家
臣
団
の
絵
画
的

表
現
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
節

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
る
武
将
の
評
価
と
二
十
四
将

　前
節
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
に
お
け
る
信
玄
の
姿
や
武
田
家
家
臣
団
図
が
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
影
響
を
受
け
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
本
節

で
は
武
田
二
十
四
将
図
に
描
か
れ
た
武
将
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
注
目
し
、『
甲
陽
軍

鑑
』
に
お
け
る
武
将
た
ち
の
評
価
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
二
十
四
将
図
に
お
け
る
家

臣
団
の
絵
画
的
表
現
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

一

　
定
型
的
な
図
に
描
か
れ
る
武
将
の
評
価

　初
め
に
、
定
型
的
な
画
像
に
選
定
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
家
臣
団
に

つ
い
て
は
、
武
将
の
構
成
が
変
化
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
ほ

と
ん
ど
が
同
じ
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
制
作
に
お
い
て
は
『
甲
陽
軍
鑑
』

が
重
要
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
完
全
に
一
致
す
る
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
武
田
信
玄
公
御
家
老
軍
法
工
夫
之
衆
」
と
し
て
特
に
優
れ

た
活
躍
を
し
た
武
将
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の
記
述
が
武

田
二
十
四
将
の
基
礎
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
⑳
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
二
二
人
の
武
将
の
中
で
、
定
型
的
な
二
三
人
の
武
将
と
一
致
し
て
い
る
の

は
一
二
人
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
画
像
の
制
作
で
は
家
臣
を
ま
と
め
て
評
価
す
る

と
い
う
考
え
方
の
み
が
参
考
に
さ
れ
、
武
将
の
選
定
は
新
た
に
行
わ
れ
た
と
推
測
で

き
る
。
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
記
述
が
参
考
に
さ
れ
た
の
か
。

　ま
ず
、巻
八
品
第
十
七
に
「
武
田
法
性
院
信
玄
公
御
代
惣
人
数
之
事
」（
以
下
「
惣

人
数
」）
と
い
う
武
田
軍
の
編
制
と
構
成
す
る
人
物
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
㉑
。「
惣

人
数
」
に
記
載
さ
れ
た
武
将
名
を
見
る
と
、
定
型
的
な
二
十
四
将
か
ら
一
七
人
の
名

が
確
認
で
き
、
記
述
を
も
と
に
そ
の
一
七
人
を
分
類
し
て
い
く
と
、
実
弟
・
武
田
逍

遥
軒
、
息
子
・
武
田
四
郎
勝
頼
、
母
が
信
玄
の
実
妹
で
妻
が
信
玄
の
娘
で
あ
る
穴
山

梅
雪
の
計
三
人
は
御
親
類
衆
、
馬
場
美
濃
守
、
内
藤
修
理
、
山
形
三
郎
兵
衛
、
高
坂

弾
正
、
小
山
田
兵
衛
尉
、
土
屋
右
衛
門
尉
、
秋
山
伯
耆
守
、
原
隼
人
の
計
八
人
は

御
譜
代
家
老
衆
、
信
州
の
真
田
源
太
左
衛
門
と
弟
・
真
田
兵
部
、
西
上
野
の
小
幡
上

総
守
の
計
三
人
は
先
方
衆
、
曽
根
下
野
守
、
武
藤
喜
兵
衛
、
三
枝
勘
解
由
左
衛
門
の

計
三
人
は
足
軽
大
将
衆
と
な
り
、
各
衆
か
ら
均
一
に
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、「
惣
人
数
」
は
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
～
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）

頃
の
信
玄
晩
年
期
の
家
臣
団
を
表
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
㉒
、
画
像
に
描

か
れ
た
武
将
も
信
玄
時
代
後
期
～
勝
頼
時
代
に
お
け
る
活
躍
が
目
立
つ
者
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
り
、
信
玄
時
代
前
期
に
活
躍
し
た
武
将
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、「
惣
人
数
」

を
参
考
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
後
期
の
武
将
が
多
く
選
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
二
十
四
将
の
選
定
は
「
惣
人
数
」
が
参

考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
永
禄
一
二
年
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
「
惣
人
数
」
に
は
名
前
が
見

ら
れ
な
い
甘
利
左
衛
門
尉
・
横
田
備
中
守
・
原
美
濃
守
・
小
幡
山
城
守
・
山
本
勘
介
・

多
田
淡
路
守
の
六
人
に
つ
い
て
、
選
定
の
基
礎
に
な
っ
た
評
価
を
検
証
す
る
。『
甲

陽
軍
鑑
』
で
は
、「
信
虎
公
、
侍
二
百
二
十
騎
の
中
よ
り
七
十
五
人
す
ぐ
り
て
在
府

さ
せ
給
ふ
近
習
」
の
中
か
ら
「
老
若
と
も
に
三
十
三
人
撰
出
」
さ
れ
た
者
た
ち
の
内
、

信
玄
の
代
ま
で
残
っ
た
者
が
「
横
田
備
中
・
多
田
淡
路
守
・
原
美
濃
・
小
幡
山
城
守

是
四
人
」（
上
―
二
六
五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
上
の
四
人
に
山
本
勘
介

を
加
え
た
五
人
の
足
軽
大
将
は
、
本
多
忠
勝
の
勇
猛
ぶ
り
を
褒
め
る
記
述
に
「
甲
州

に
て
昔
の
足
軽
大
将
原
美
濃
守
・
横
田
備
中
・
小
幡
山
城
・
多
田
淡
路
・
山
本
勘
助
、

此
五
人
以
来
は
、信
玄
公
の
御
家
に
も
多
な
き
人
に
相
似
た
り
。」（
中
―
三
二
五
頁
）

と
記
さ
れ
る
な
ど
ま
と
め
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
甘
利
左
衛
門
尉

は
「
秘
蔵
大
将
五
人
死
去
」（
中
―
一
八
六
頁
）
と
い
う
記
事
に
お
い
て
「
信
玄
公

御
秘
蔵
の
人
」
と
さ
れ
、「
秘
蔵
大
将
衆
、
酉
の
年
よ
り
子
の
年
ま
で
、
四
年
の
間

に
四
人
死
」（
中
―
一
八
七
頁
）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
原
美
濃
・
小
幡
山
城
・
山
本

勘
助
・
多
田
淡
路
守
と
同
列
で
評
価
が
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
記
述
が
も
と
に
な

り
、
六
名
は
ま
と
め
て
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
画
像
に
描
か
れ
て
い
る
武
将
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
御
親
類
衆
、

御
譜
代
家
老
衆
、
先
方
衆
、
足
軽
大
将
衆
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

た
め
、
本
節
で
は
こ
の
分
類
に
沿
っ
て
武
将
た
ち
の
評
価
に
つ
い
て
述
べ
る
。
記
載

の
な
い
甘
利
左
衛
門
尉
・
横
田
備
中
守
・
原
美
濃
守
・
小
幡
山
城
守
・
山
本
勘
介
・

多
田
淡
路
守
の
六
人
に
つ
い
て
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
別
の
記
述
を
参
照
す
る
と
、
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甘
利
は
御
譜
代
家
老
衆
、
そ
の
他
の
五
人
は
足
軽
大
将
衆
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ま
ず
、
御
親
類
衆
に
分
類
さ
れ
た
三
人
は
上
段
の
信
玄
の
側
近
く
に
描
か
れ
、
両

脇
に
は
武
田
逍
遥
軒
と
穴
山
梅
雪
が
配
置
さ
れ
る
構
図
が
一
般
的
で
あ
る
。こ
れ
は
、

信
玄
に
最
も
近
い
立
場
に
あ
り
、
他
の
人
物
よ
り
も
信
玄
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。

　武
田
逍
遥
軒
に
つ
い
て
は
、信
玄
が
死
の
間
際
に
「
か
ご
こ
し
に
逍
遙
軒
を
の
せ
、

信
玄
公
御
煩
に
付
て
、
甲
府
へ
御
帰
陣
也
と
申
候
は
ゞ
、
我
等
と
逍
遙
軒
と
見
わ
く

る
者
有
ま
じ
く
候
。（
中
略
）
逍
遙
軒
を
見
て
、
信
玄
は
存
命
な
り
と
申
べ
き
は
必

定
な
り
。」（
中
―
三
五
七
頁
）
と
指
示
す
る
な
ど
、
信
玄
の
影
武
者
と
し
て
活
躍
し

て
い
る
。
逍
遥
軒
が
画
像
に
お
い
て
信
玄
に
似
せ
た
顔
立
ち
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
は
以
上
の
記
述
が
参
考
に
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
影
武
者
に
お
け
る
活
躍

が
選
定
の
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　武
田
勝
頼
に
つ
い
て
は
、歌
川
貞
秀
筆
の「
武
田
家
勇
将
軍
評
定
之
図
」に
お
い
て
、

天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
生
ま
れ
の
真
田
昌
幸
が
凛
々
し
い
若
武
者
姿
で
描
か
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
天
文
一
五
年
（
一
五
四
六
）
生
ま
れ
で
昌
幸
よ
り
も
一
つ
年
上

の
武
田
勝
頼
が
幼
子
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
（
図
4
）。
こ
の
絵
画
的
表
現
は
明
ら

か
に
勝
頼
を
貶
め
る
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

画
像
が
制
作
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
勝
頼
に
つ
い
て
の
記

述
を
見
る
と
、「
長
篠
に
て
、

武
田
の
家
老
（
中
略
）
各
老

若
共
に
申
候
は
、
御
一
戦
な
さ

る
ゝ
事
御
無
用
な
り
と
種
々
申

上
候
へ
ど
も
、
御
屋
形
勝
頼
公

と
長
坂
長
閑
・
跡
部
大
炊
助
は
、

一
戦
な
さ
れ
て
よ
し
と
あ
る
儀

な
り
。」（
下
―
三
二
九
頁
）
と

家
老
の
意
見
を
軽
ん
じ
た
こ
と

で
戦
に
敗
れ
、「
信
玄
公
の
な

さ
れ
置
候
事
共
を
手
本
に
あ
そ

ば
し
候
は
で
、
た
ゞ
勝
た
が
り

御
名
を
取
た
が
り
あ
そ
ば
し
候

に
よ
り
、
今
度
長
篠
に
て
も
勝
利
を
失
、
家
老
の
衆
み
な
御
う
た
せ
な
る
ゝ
」（
上

―
九
四
頁
）と
敗
因
理
由
を
分
析
さ
れ
る
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
多
く
見
ら
れ
る
。

勝
頼
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
で
こ
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
る
の
は
、
高
坂
弾
正
が
信

玄
遺
臣
の
立
場
か
ら
新
当
主
・
武
田
勝
頼
公
や
そ
の
側
近
で
あ
る
長
坂
長
閑
・
跡
部

大
炊
助
の
三
人
を
諫
め
る
た
め
に
記
し
た
書
を
根
幹
と
す
る
書
物
と
い
う
形
式
を

取
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
画
像
の
成
立
当
初
は
信
玄
の
跡

を
継
い
で
新
た
に
当
主
と
な
っ
た
人
物
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
の
、『
甲
陽
軍
鑑
』

が
広
く
知
れ
渡
る
に
つ
れ
民
衆
の
間
で
武
田
家
を
滅
亡
さ
せ
た
暗
君
と
い
う
負
の
イ

メ
ー
ジ
が
定
着
し
、
勝
頼
を
陥
れ
る
画
像
も
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

最
終
的
に
は
明
治
期
の
大
改
訂
に
よ
っ
て
表
1
―
46
の
よ
う
に
メ
ン
バ
ー
か
ら
外
さ

れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　穴
山
梅
雪
に
つ
い
て
は
、
信
玄
か
ら
の
信
頼
が
厚
く
「
典
厩
・
穴
山
両
人
憑
候

間
、
四
郎
を
屋
形
の
ご
と
く
執
し
て
く
れ
ら
れ
候
へ
。」（
中
―
三
五
六
頁
）
と
死
の

間
際
の
信
玄
か
ら
託
さ
れ
る
な
ど
高
評
価
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
山
県
か
ら
は

「
ひ
と
か
た
ぎ
に
て
、
武
士
道
の
や
く
に
立
事
す
ぐ
れ
て
心
清
く
、
縦
ば
刀
脇
指
に

か
は
り
て
出
来
て
る
や
う
」
な
異
相
者
と
し
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
中
―

四
〇
〇
頁
）、
勝
頼
の
代
に
な
る
と
徳
川
家
康
と
内
通
し
、
武
田
家
滅
亡
の
要
因
を

作
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
穴
山
の
評
価
が
主
君
に
対
す
る
裏
切
り
に
よ
っ
て
落
ち
る

こ
と
は
一
切
な
く
、
初
期
の
画
像
か
ら
現
在
の
二
十
四
将
ま
で
選
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
勝
頼
に
背
い
た
理
由
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
甲
陽
軍
鑑
』
で
は
裏
切

り
の
原
因
を
「
勝
頼
公
御
料
人
を
穴
山
殿
御
子
息
勝
千
世
殿
へ
御
約
束
な
れ
共
、
長

坂
長
閑
・
跡
部
大
炊
助
・
大
竜
寺
の
麟
岳
和
尚
へ
典
厩
音
物
を
つ
か
ひ
な
さ
る
ゝ
故
、

穴
山
勝
千
世
殿
と
は
御
相
生
悪
と
て
典
厩
の
次
郎
殿
を
聟
に
な
さ
る
べ
き
と
有
故
、

穴
山
殿
御
前
殊
ノ
外
御
立
腹
は
御
尤
の
事
に
て
候
。」（
下
―
四
二
八
頁
）
と
記
し
て

お
り
、
こ
の
内
容
か
ら
は
金
品
を
受
け
取
っ
た
こ
と
で
穴
山
と
の
約
束
を
反
故
に
し

た
勝
頼
の
側
近
た
ち
や
、
そ
れ
を
聞
き
入
れ
た
勝
頼
に
も
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
信
玄
期
の
実
績
が
評
価
さ
れ
、
前
述

の
よ
う
に
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
勝
頼
に
対
す
る
裏
切
り
・
寝
返
り
は
致
し
方
な
し

と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
御
譜
代
家
老
衆
に
分
類
さ
れ
た
九
人
は
、
画
像
の
中
段
に
描
か
れ
る
の
が

定
番
で
あ
る
。『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
い
て
信
玄
は
、
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
「
馬

図 4　ボストン美術館蔵
「武田家勇将軍評定之図」（部分）

《ボストン美術館ウェブサイト「Collections」参照
［https://collections.mfa.org/download/470877］》

8

は
な
い
。
し
か
し
、
武
田
家
家
臣
団
を
題
材
に
し
た
画
像
と
い
う
点
で
は
武
田
家
家

臣
団
図
と
同
じ
で
あ
り
、
武
将
の
選
定
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価
が
参
考
に
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
次
節
で
は
二
十
四
将
図
に
お
け
る
家
臣
団
の
絵
画
的

表
現
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
節

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
る
武
将
の
評
価
と
二
十
四
将

　前
節
で
は
、
武
田
二
十
四
将
図
に
お
け
る
信
玄
の
姿
や
武
田
家
家
臣
団
図
が
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
影
響
を
受
け
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
、
本
節

で
は
武
田
二
十
四
将
図
に
描
か
れ
た
武
将
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
注
目
し
、『
甲
陽
軍

鑑
』
に
お
け
る
武
将
た
ち
の
評
価
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
二
十
四
将
図
に
お
け
る
家

臣
団
の
絵
画
的
表
現
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

一

　
定
型
的
な
図
に
描
か
れ
る
武
将
の
評
価

　初
め
に
、
定
型
的
な
画
像
に
選
定
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
家
臣
団
に

つ
い
て
は
、
武
将
の
構
成
が
変
化
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
ほ

と
ん
ど
が
同
じ
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
制
作
に
お
い
て
は
『
甲
陽
軍
鑑
』

が
重
要
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
完
全
に
一
致
す
る
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
「
武
田
信
玄
公
御
家
老
軍
法
工
夫
之
衆
」
と
し
て
特
に
優
れ

た
活
躍
を
し
た
武
将
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の
記
述
が
武

田
二
十
四
将
の
基
礎
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
⑳
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
挙
げ
ら

れ
て
い
る
二
二
人
の
武
将
の
中
で
、
定
型
的
な
二
三
人
の
武
将
と
一
致
し
て
い
る
の

は
一
二
人
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
画
像
の
制
作
で
は
家
臣
を
ま
と
め
て
評
価
す
る

と
い
う
考
え
方
の
み
が
参
考
に
さ
れ
、
武
将
の
選
定
は
新
た
に
行
わ
れ
た
と
推
測
で

き
る
。
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
記
述
が
参
考
に
さ
れ
た
の
か
。

　ま
ず
、巻
八
品
第
十
七
に
「
武
田
法
性
院
信
玄
公
御
代
惣
人
数
之
事
」（
以
下
「
惣

人
数
」）
と
い
う
武
田
軍
の
編
制
と
構
成
す
る
人
物
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
㉑
。「
惣

人
数
」
に
記
載
さ
れ
た
武
将
名
を
見
る
と
、
定
型
的
な
二
十
四
将
か
ら
一
七
人
の
名

が
確
認
で
き
、
記
述
を
も
と
に
そ
の
一
七
人
を
分
類
し
て
い
く
と
、
実
弟
・
武
田
逍

遥
軒
、
息
子
・
武
田
四
郎
勝
頼
、
母
が
信
玄
の
実
妹
で
妻
が
信
玄
の
娘
で
あ
る
穴
山

梅
雪
の
計
三
人
は
御
親
類
衆
、
馬
場
美
濃
守
、
内
藤
修
理
、
山
形
三
郎
兵
衛
、
高
坂

弾
正
、
小
山
田
兵
衛
尉
、
土
屋
右
衛
門
尉
、
秋
山
伯
耆
守
、
原
隼
人
の
計
八
人
は

御
譜
代
家
老
衆
、
信
州
の
真
田
源
太
左
衛
門
と
弟
・
真
田
兵
部
、
西
上
野
の
小
幡
上

総
守
の
計
三
人
は
先
方
衆
、
曽
根
下
野
守
、
武
藤
喜
兵
衛
、
三
枝
勘
解
由
左
衛
門
の

計
三
人
は
足
軽
大
将
衆
と
な
り
、
各
衆
か
ら
均
一
に
選
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、「
惣
人
数
」
は
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
～
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）

頃
の
信
玄
晩
年
期
の
家
臣
団
を
表
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
㉒
、
画
像
に
描

か
れ
た
武
将
も
信
玄
時
代
後
期
～
勝
頼
時
代
に
お
け
る
活
躍
が
目
立
つ
者
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
り
、
信
玄
時
代
前
期
に
活
躍
し
た
武
将
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、「
惣
人
数
」

を
参
考
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
必
然
的
に
後
期
の
武
将
が
多
く
選
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
二
十
四
将
の
選
定
は
「
惣
人
数
」
が
参

考
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　次
に
、
永
禄
一
二
年
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
た
め
「
惣
人
数
」
に
は
名
前
が
見

ら
れ
な
い
甘
利
左
衛
門
尉
・
横
田
備
中
守
・
原
美
濃
守
・
小
幡
山
城
守
・
山
本
勘
介
・

多
田
淡
路
守
の
六
人
に
つ
い
て
、
選
定
の
基
礎
に
な
っ
た
評
価
を
検
証
す
る
。『
甲

陽
軍
鑑
』
で
は
、「
信
虎
公
、
侍
二
百
二
十
騎
の
中
よ
り
七
十
五
人
す
ぐ
り
て
在
府

さ
せ
給
ふ
近
習
」
の
中
か
ら
「
老
若
と
も
に
三
十
三
人
撰
出
」
さ
れ
た
者
た
ち
の
内
、

信
玄
の
代
ま
で
残
っ
た
者
が
「
横
田
備
中
・
多
田
淡
路
守
・
原
美
濃
・
小
幡
山
城
守

是
四
人
」（
上
―
二
六
五
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
上
の
四
人
に
山
本
勘
介

を
加
え
た
五
人
の
足
軽
大
将
は
、
本
多
忠
勝
の
勇
猛
ぶ
り
を
褒
め
る
記
述
に
「
甲
州

に
て
昔
の
足
軽
大
将
原
美
濃
守
・
横
田
備
中
・
小
幡
山
城
・
多
田
淡
路
・
山
本
勘
助
、

此
五
人
以
来
は
、信
玄
公
の
御
家
に
も
多
な
き
人
に
相
似
た
り
。」（
中
―
三
二
五
頁
）

と
記
さ
れ
る
な
ど
ま
と
め
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
甘
利
左
衛
門
尉

は
「
秘
蔵
大
将
五
人
死
去
」（
中
―
一
八
六
頁
）
と
い
う
記
事
に
お
い
て
「
信
玄
公

御
秘
蔵
の
人
」
と
さ
れ
、「
秘
蔵
大
将
衆
、
酉
の
年
よ
り
子
の
年
ま
で
、
四
年
の
間

に
四
人
死
」（
中
―
一
八
七
頁
）
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
原
美
濃
・
小
幡
山
城
・
山
本

勘
助
・
多
田
淡
路
守
と
同
列
で
評
価
が
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
記
述
が
も
と
に
な

り
、
六
名
は
ま
と
め
て
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
画
像
に
描
か
れ
て
い
る
武
将
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
、
御
親
類
衆
、

御
譜
代
家
老
衆
、
先
方
衆
、
足
軽
大
将
衆
の
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

た
め
、
本
節
で
は
こ
の
分
類
に
沿
っ
て
武
将
た
ち
の
評
価
に
つ
い
て
述
べ
る
。
記
載

の
な
い
甘
利
左
衛
門
尉
・
横
田
備
中
守
・
原
美
濃
守
・
小
幡
山
城
守
・
山
本
勘
介
・

多
田
淡
路
守
の
六
人
に
つ
い
て
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
別
の
記
述
を
参
照
す
る
と
、

298

（9） （8）
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「武田二十四将図」から読み解く江戸時代の信玄信仰

た
る
二
百
騎
を
率
い
て
い
た
と
さ
れ
る
（
上
―
三
〇
八
頁
）。
し
か
し
、
真
田
兵
部

に
つ
い
て
は
詳
細
な
活
躍
や
逸
話
な
ど
、
評
価
に
繋
が
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
。
一
方
、
彼
ら
の
父
で
あ
る
真
田
弾
正
は
「
上
野
に
小
幡
尾
張
守
、
信
州
に
真

田
弾
正
入
道
一
徳
斎
、
是
両
人
は
信
玄
公
の
御
譜
代
同
意
に
、
御
為
を
存
ず
る
。
就

其
信
玄
公
、
右
両
侍
大
将
を
、
御
心
安
思
召
思
也
。」（
中
―
一
七
七
頁
）
と
、
小
幡

尾
張
守
と
と
も
に
信
玄
か
ら
の
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
、
信
濃
攻
め
に

お
い
て
計
略
を
用
い
、「
五
百
人
の
村
上
衆
を
一
人
も
残
ら
ず
成
敗
仕
り
、
し
か
も

味
方
に
手
負
死
人
な
く
、
忠
節
を
申
上
る
。」（
中
―
一
八
〇
頁
）
と
い
う
活
躍
を
見

せ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
評
価
の
違
い
に
よ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
武
将
の

選
定
が
改
め
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
真
田
兵
部
が
外
さ
れ
て
真
田
弾
正
が
加

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　信
玄
に
仕
え
た
西
上
野
の
小
幡
氏
に
つ
い
て
は
、
尾
張
守
を
称
し
た
小
幡
憲
重

と
㉕

そ
の
息
子
で
あ
り
上
総
介
を
称
し
た
小
幡
信
実
が
い
る
㉖
。
し
か
し
、『
甲
陽
軍

鑑
』
で
は
「
小
幡
尾
張
守
様
子
あ
り
て
、
上
総
守
に
な
さ
れ
、
小
幡
上
総
守
と
名
乗

事
、
永
禄
十
一
年
戊
辰
年
よ
り
如
此
候
。」（
中
―
一
七
七
頁
）
と
あ
る
た
め
、
父
子

が
混
同
し
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
二
十
四
将
図
の
中
で
唯
一
父
・
憲
重
が
選

定
さ
れ
て
い
る
表
1
―
49
に
つ
い
て
も
小
幡
上
総
介
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
明
治
時
代
ま
で
長
年
選
定
さ
れ
て
い
た
小
幡
上
総
介
が
小
幡

豊
後
守
と
入
れ
替
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
武
田
家
滅
亡

後
の
小
幡
上
総
介
の
動
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
幡
上
総
介
は
、
天
正
一
〇

年
（
一
五
八
二
）
の
勝
頼
自
刃
後
は
織
田
家
に
従
属
し
た
の
ち
北
条
家
に
就
き
、
文

禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
㉗
。
一
方
、
小
幡
豊
後
守
に
つ
い
て

は
、
新
府
城
を
放
棄
し
岩
殿
へ
落
ち
延
び
る
勝
頼
と
対
面
し
、「
煩
積
聚
ノ
脹
満
な

れ
共
、
籠
輿
に
乗
今
生
の
御
暇
乞
と
申
」、
そ
の
姿
を
見
た
勝
頼
は
「
御
涙
を
流
さ

れ
、か
様
に
時
節
到
来
の
時
、其
方
な
ど
も
病
中
是
非
に
及
ば
ず
候
と
仰
下
さ
る
ゝ
。」

（
下
―
四
三
五
頁
）
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
小
幡
豊
後
守
は
勝

頼
の
自
刃
を
前
に
病
で
死
去
し
て
い
る
。
ま
た
、「
勝
れ
た
る
手
柄
十
七
度
有
故
、

信
玄
公
御
証
文
十
七
ま
で
取
て
持
。」（
下
―
一
一
九
頁
）
と
詳
細
な
武
功
が
記
さ
れ

る
な
ど
、
実
績
も
選
定
さ
れ
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
田
家
以
外
の
主
君

に
も
仕
え
て
他
家
を
転
々
と
し
た
小
幡
上
総
介
に
比
べ
、
武
田
信
玄
・
勝
頼
父
子
に

の
み
仕
え
た
小
幡
豊
後
守
の
方
が
選
定
さ
れ
る
に
相
応
し
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
武

田
神
社
の
例
大
祭
で
登
場
す
る
二
十
四
将
を
選
定
す
る
際
、
全
く
の
他
家
で
は
あ
る

が
同
じ
苗
字
の
二
人
を
入
れ
替
え
た
と
推
測
で
き
る
。

　足
軽
大
将
衆
に
つ
い
て
は
、
曽
根
・
武
藤
・
三
枝
の
三
人
が
中
段
上
部
に
お
り
、

そ
の
他
の
五
人
は
最
下
段
に
固
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

　上
部
に
い
る
三
名
に
関
し
て
は
、「
信
玄
公
奥
近
習
あ
が
り
の
足
軽
大
将
」（
中
―

二
六
六
頁
）
で
あ
り
、「
信
玄
公
合
戦
・
攻
合
・
城
責
の
時
、
御
小
性
の
内
に
て
、

三
人
の
番
に
仰
付
ら
れ
、
信
玄
が
両
眼
の
ご
と
く
と
有
て
、
両
人
宛
さ
し
越
、
見
せ

給
ふ
人
」（
下
―
一
三
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
信
玄
の
側
で
軍
略

を
学
ん
だ
三
人
は
、
信
玄
に
近
い
位
置
で
あ
り
、
御
譜
代
家
老
衆
の
中
で
上
位
に
位

置
す
る
馬
場
・
山
県
・
内
藤
・
高
坂
の
四
名
と
並
ぶ
位
置
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
最
下
段
に
描
か
れ
て
い
る
五
名
に
つ
い
て
は
、
横
田
備
中
は
「
国
は
伊
勢

衆
」（
下
―
一
一
七
頁
）、
多
田
淡
路
守
は
「
国
は
美
濃
衆
」（
下
―
一
一
七
頁
）、
原

美
濃
は
「
関
東
下
総
よ
り
信
虎
公
御
わ
か
き
時
甲
州
へ
参
ㇼ
」（
下
―
一
一
八
頁
）、

小
幡
山
城
守
は
「
国
は
遠
州
か
つ
ま
た
の
侍
」（
下
―
一
一
八
頁
）、
山
本
勘
介
は

「
駿
州
よ
り
山
本
勘
介
を
百
貫
の
知
行
と
定
て
召
し
よ
せ
ら
れ
」（
上
―
一
四
〇
頁
）

と
あ
る
た
め
、
五
人
全
員
が
他
国
の
牢
人
か
ら
信
虎
・
信
玄
時
代
に
召
し
抱
え
ら
れ
、

新
た
に
武
田
家
に
加
わ
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
評
価
は
さ

れ
つ
つ
も
信
玄
か
ら
最
も
遠
い
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　以
上
の
八
名
に
つ
い
て
は
、
曽
根
内
匠
と
武
藤
喜
平
衛
以
外
の
六
名
が
現
在
で

も
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
二
名
は
外
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
曽
根
内
匠
は
、
勝
頼
自
刃
後
に
徳
川
家
や
蒲
生
家
に
従
属
し
、
天
正
一
九

年
（
一
五
九
一
）
ま
で
活
躍
が
確
認
さ
れ
て
い
る
㉘
。
ま
た
、
武
藤
喜
平
衛
改
め
真

田
安
房
守
昌
幸
は
、
勝
頼
自
刃
後
に
織
田
家
・
徳
川
家
・
上
杉
家
・
豊
臣
家
に
従
属

し
て
武
田
家
滅
亡
か
ら
二
九
年
後
の
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
亡
く
な
っ
て
い

る
㉙
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
小
幡
上
総
介
と
同
様
、
彼
ら
も
武
田
家
以
外
の
主
君
に

仕
え
て
他
家
を
転
々
と
し
て
い
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
彼
ら
は
武
田
家
に
忠
節
を

尽
く
し
た
家
臣
団
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
す
る
と
さ
れ
、
明
治
時
代
以
降
の
改
編
で
除
外

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

　
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
る
武
将
の
評
価

　前
項
で
は
、
定
型
的
な
画
像
で
選
定
さ
れ
た
武
将
を
調
査
し
た
。
し
か
し
、
時
代

10

場
美
濃
守
・
内
藤
修
理
正
・
秋
山
伯
耆
守
・
高
坂
弾
正
・
小
山
田
弥
三
郎
・
原
隼
人
佐
・

山
県
三
郎
兵
衛
此
七
人
を
徴
し
て
、（
中
略
）
年
中
の
備
の
御
談
合
」（
上
―
一
四
六

頁
）
を
任
せ
た
と
あ
る
。
こ
の
時
期
、
土
屋
右
衛
門
尉
は
信
玄
の
「
御
扈
従
」（
上

―
二
六
六
頁
）
を
務
め
て
お
り
、
談
合
で
は
信
玄
の
側
に
控
え
て
い
る
が
、
の
ち
に

「
弓
矢
の
御
談
合
、
馬
場
美
濃
・
山
県
三
郎
兵
衛
・
高
坂
弾
正
・
内
藤
修
理
・
原
隼
人
・

土
屋
右
衛
門
尉
・
小
山
田
弥
三
郎
七
人
な
り
。」（
下
―
一
一
二
頁
）
と
あ
り
、
談
合

に
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
秋
山
が
い
な
い
の
は
「
美
濃
国
岩
村
に
在
城
し

て
信
長
を
押
る
。」（
上
―
三
五
二
頁
）
た
め
で
あ
り
、
以
上
の
八
人
が
武
田
家
の
戦

略
を
練
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も
、
馬
場
・
内
藤
・
山
県
・
高
坂
の
四
名

に
関
し
て
は
「
信
玄
公
軍
法
之
事
、
馬
場
美
濃
守
・
内
藤
修
理
・
高
坂
弾
正
・
山
県

三
郎
兵
衛
四
人
の
ま
ゝ
に
成
給
ふ
」（
下
―
一
四
九
頁
）
と
特
に
重
要
な
位
置
に
お

り
、「
来
年
ノ
御
備
定
」（
中
―
二
八
五
頁
）
を
信
玄
と
行
っ
て
い
る
た
め
、
本
画
像

で
も
信
玄
の
側
近
く
に
控
え
て
い
る
。
残
る
甘
利
左
衛
門
尉
に
つ
い
て
は
、
永
禄
七

年
（
一
五
六
四
）
に
「
三
十
一
歳
に
て
馬
に
ふ
ま
れ
て
死
す
。」（
中
―
一
七
頁
）
と

あ
る
た
め
元
亀
元
年
の
談
合
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
五
人
の

足
軽
大
将
と
と
も
に
高
い
評
価
が
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
九
人
は
、
小
山
田
氏
を

除
い
て
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価
に
批
判
的
な
も
の
は
見
ら
れ
ず
高
い
評
価
が
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
時
代
が
下
り
様
々
な
形
の
画
像
が
登
場
し
た
後
も
ほ
と
ん
ど

の
画
像
に
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　小
山
田
氏
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
将
図
に
選
定
さ
れ
た
「
小
山
田
兵
衛
尉
」
は
左

兵
衛
尉
信
茂
を
指
す
が
、
前
述
し
た
「
小
山
田
弥
三
郎
」
は
信
茂
の
兄
で
あ
る
小
山

田
信
有
の
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
小
山
田
信
茂
は
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
『
甲
斐

国
志
』
で
、
初
め
弥
三
郎
信
有
と
名
乗
り
の
ち
に
左
兵
衛
尉
信
茂
に
改
名
し
た
と
さ

れ
㉓
、
そ
れ
以
来
、
本
内
容
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
た
め
㉔
、
画
像
の
制
作
時
に
お

け
る
信
茂
の
評
価
も
弥
三
郎
信
有
の
功
績
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方

で
信
茂
個
人
と
し
て
も
、
穴
山
梅
雪
の
「
北
条
陸
奥
守
を
我
等
請
取
候
事
中
々
な
る

ま
じ
く
候
。
陸
奥
守
か
ゝ
へ
の
城
ば
か
り
五
ッ
六
ッ
是
あ
る
よ
し
に
候
へ
ば
、
我

等
小
勢
に
て
な
る
事
に
て
は
な
く
候
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
、「
御
旗
本
を
始
い

づ
れ
の
手
も
三
双
倍
・
五
双
倍
の
敵
に
て
候
。
陸
奥
ノ
守
ば
か
り
の
大
敵
を
其
方
へ

御
か
け
有
に
て
は
な
く
候
へ
共
、
梅
雪
御
斟
酌
に
を
ひ
て
は
、
我
等
に
陸
奥
ノ
守
仰

付
ら
れ
候
へ
」
と
願
い
出
た
逸
話
が
記
さ
れ
る
な
ど
（
下
―
四
〇
二
頁
）、
高
い
評

価
が
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
信
茂
で
あ
る

が
、
明
治
時
代
に
描
か
れ
た
画
像
で
は
表
1
―
38
の
よ
う
に
構
成
武
将
か
ら
外
さ
れ

た
り
、
表
1
―
46
の
よ
う
に
小
山
田
信
茂
た
だ
一
人
が
後
方
を
向
い
て
顔
を
隠
し
た

姿
で
描
か
れ
た
り
と
（
図
5
）、
不
遇
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
勝
頼
を

裏
切
っ
た
こ
と
で
徐
々
に
評
価
を
下
げ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
勝
頼

を
裏
切
っ
た
穴
山
梅
雪
は
評
価
を
下
げ
て
い
な
い
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
勝
頼

の
落
ち
度
に
よ
っ
て
裏
切
っ
た
穴
山
に
対
し
、
信
茂
は
勝
頼
を
居
城
で
あ
る
岩
殿
城

に
招
き
な
が
ら
も
土
壇
場
で
「
小
山
田
左
衛
門
と
勝
頼
公
御
従
弟
武
田
左
衛
門
ノ
佐

殿
と
く
み
て
小
山
田
兵
衛
人
質
を
う
ば
ひ
取
、
早
々
郡
内
へ
の
く
と
て
、
拵
た
る
小

口
よ
り
鉄
炮
を
打
出
す
。」（
下
―
四
三
七
頁
）
と
い
う
裏
切
り
に
及
ん
だ
た
め
、
評

価
に
差
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　先
方
衆
に
つ
い
て
は
、
信
州
先
方
衆
の
中
で
真
田
源
太
左
衛
門
と
真
田
兵
部
の
兄

弟
が
上
位
二
名
に
、
西
上
野
衆
の
中
で
小
幡
上
総
守
が
最
上
位
に
記
さ
れ
て
い
る
た

め
、
彼
ら
が
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
真
田
兵
部
と
小

幡
上
総
守
の
二
名
は
現
在
知
ら
れ
る
二
十
四
将
か
ら
は
外
さ
れ
て
お
り
、
代
わ
り
に

真
田
弾
正
と
小
幡
豊
後
守
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
『
甲
陽
軍
鑑
』

の
記
述
を
も
と
に
検
証
す
る
。

　真
田
兄
弟
に
つ
い
て
は
、
源
太
左
衛
門
は
信
州
先
方
衆
の
中
で
最
大
の
兵
力
に
あ

図 5　武田神社蔵
「武田神社古城址版  武田二十四将図」（部分）
（守屋正彦『近世武家肖像画の研究（図版）』

（勉誠出版、2000 年）118 頁）
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「武田二十四将図」から読み解く江戸時代の信玄信仰

た
る
二
百
騎
を
率
い
て
い
た
と
さ
れ
る
（
上
―
三
〇
八
頁
）。
し
か
し
、
真
田
兵
部

に
つ
い
て
は
詳
細
な
活
躍
や
逸
話
な
ど
、
評
価
に
繋
が
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
。
一
方
、
彼
ら
の
父
で
あ
る
真
田
弾
正
は
「
上
野
に
小
幡
尾
張
守
、
信
州
に
真

田
弾
正
入
道
一
徳
斎
、
是
両
人
は
信
玄
公
の
御
譜
代
同
意
に
、
御
為
を
存
ず
る
。
就

其
信
玄
公
、
右
両
侍
大
将
を
、
御
心
安
思
召
思
也
。」（
中
―
一
七
七
頁
）
と
、
小
幡

尾
張
守
と
と
も
に
信
玄
か
ら
の
絶
大
な
信
頼
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
、
信
濃
攻
め
に

お
い
て
計
略
を
用
い
、「
五
百
人
の
村
上
衆
を
一
人
も
残
ら
ず
成
敗
仕
り
、
し
か
も

味
方
に
手
負
死
人
な
く
、
忠
節
を
申
上
る
。」（
中
―
一
八
〇
頁
）
と
い
う
活
躍
を
見

せ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
評
価
の
違
い
に
よ
り
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
武
将
の

選
定
が
改
め
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
真
田
兵
部
が
外
さ
れ
て
真
田
弾
正
が
加

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　信
玄
に
仕
え
た
西
上
野
の
小
幡
氏
に
つ
い
て
は
、
尾
張
守
を
称
し
た
小
幡
憲
重

と
㉕

そ
の
息
子
で
あ
り
上
総
介
を
称
し
た
小
幡
信
実
が
い
る
㉖
。
し
か
し
、『
甲
陽
軍

鑑
』
で
は
「
小
幡
尾
張
守
様
子
あ
り
て
、
上
総
守
に
な
さ
れ
、
小
幡
上
総
守
と
名
乗

事
、
永
禄
十
一
年
戊
辰
年
よ
り
如
此
候
。」（
中
―
一
七
七
頁
）
と
あ
る
た
め
、
父
子

が
混
同
し
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
二
十
四
将
図
の
中
で
唯
一
父
・
憲
重
が
選

定
さ
れ
て
い
る
表
1
―
49
に
つ
い
て
も
小
幡
上
総
介
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
明
治
時
代
ま
で
長
年
選
定
さ
れ
て
い
た
小
幡
上
総
介
が
小
幡

豊
後
守
と
入
れ
替
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
武
田
家
滅
亡

後
の
小
幡
上
総
介
の
動
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
幡
上
総
介
は
、
天
正
一
〇

年
（
一
五
八
二
）
の
勝
頼
自
刃
後
は
織
田
家
に
従
属
し
た
の
ち
北
条
家
に
就
き
、
文

禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
㉗
。
一
方
、
小
幡
豊
後
守
に
つ
い
て

は
、
新
府
城
を
放
棄
し
岩
殿
へ
落
ち
延
び
る
勝
頼
と
対
面
し
、「
煩
積
聚
ノ
脹
満
な

れ
共
、
籠
輿
に
乗
今
生
の
御
暇
乞
と
申
」、
そ
の
姿
を
見
た
勝
頼
は
「
御
涙
を
流
さ

れ
、か
様
に
時
節
到
来
の
時
、其
方
な
ど
も
病
中
是
非
に
及
ば
ず
候
と
仰
下
さ
る
ゝ
。」

（
下
―
四
三
五
頁
）
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
小
幡
豊
後
守
は
勝

頼
の
自
刃
を
前
に
病
で
死
去
し
て
い
る
。
ま
た
、「
勝
れ
た
る
手
柄
十
七
度
有
故
、

信
玄
公
御
証
文
十
七
ま
で
取
て
持
。」（
下
―
一
一
九
頁
）
と
詳
細
な
武
功
が
記
さ
れ

る
な
ど
、
実
績
も
選
定
さ
れ
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
田
家
以
外
の
主
君

に
も
仕
え
て
他
家
を
転
々
と
し
た
小
幡
上
総
介
に
比
べ
、
武
田
信
玄
・
勝
頼
父
子
に

の
み
仕
え
た
小
幡
豊
後
守
の
方
が
選
定
さ
れ
る
に
相
応
し
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
武

田
神
社
の
例
大
祭
で
登
場
す
る
二
十
四
将
を
選
定
す
る
際
、
全
く
の
他
家
で
は
あ
る

が
同
じ
苗
字
の
二
人
を
入
れ
替
え
た
と
推
測
で
き
る
。

　足
軽
大
将
衆
に
つ
い
て
は
、
曽
根
・
武
藤
・
三
枝
の
三
人
が
中
段
上
部
に
お
り
、

そ
の
他
の
五
人
は
最
下
段
に
固
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

　上
部
に
い
る
三
名
に
関
し
て
は
、「
信
玄
公
奥
近
習
あ
が
り
の
足
軽
大
将
」（
中
―

二
六
六
頁
）
で
あ
り
、「
信
玄
公
合
戦
・
攻
合
・
城
責
の
時
、
御
小
性
の
内
に
て
、

三
人
の
番
に
仰
付
ら
れ
、
信
玄
が
両
眼
の
ご
と
く
と
有
て
、
両
人
宛
さ
し
越
、
見
せ

給
ふ
人
」（
下
―
一
三
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
信
玄
の
側
で
軍
略

を
学
ん
だ
三
人
は
、
信
玄
に
近
い
位
置
で
あ
り
、
御
譜
代
家
老
衆
の
中
で
上
位
に
位

置
す
る
馬
場
・
山
県
・
内
藤
・
高
坂
の
四
名
と
並
ぶ
位
置
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　一
方
、
最
下
段
に
描
か
れ
て
い
る
五
名
に
つ
い
て
は
、
横
田
備
中
は
「
国
は
伊
勢

衆
」（
下
―
一
一
七
頁
）、
多
田
淡
路
守
は
「
国
は
美
濃
衆
」（
下
―
一
一
七
頁
）、
原

美
濃
は
「
関
東
下
総
よ
り
信
虎
公
御
わ
か
き
時
甲
州
へ
参
ㇼ
」（
下
―
一
一
八
頁
）、

小
幡
山
城
守
は
「
国
は
遠
州
か
つ
ま
た
の
侍
」（
下
―
一
一
八
頁
）、
山
本
勘
介
は

「
駿
州
よ
り
山
本
勘
介
を
百
貫
の
知
行
と
定
て
召
し
よ
せ
ら
れ
」（
上
―
一
四
〇
頁
）

と
あ
る
た
め
、
五
人
全
員
が
他
国
の
牢
人
か
ら
信
虎
・
信
玄
時
代
に
召
し
抱
え
ら
れ
、

新
た
に
武
田
家
に
加
わ
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
評
価
は
さ

れ
つ
つ
も
信
玄
か
ら
最
も
遠
い
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　以
上
の
八
名
に
つ
い
て
は
、
曽
根
内
匠
と
武
藤
喜
平
衛
以
外
の
六
名
が
現
在
で

も
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
な
ぜ
二
名
は
外
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
曽
根
内
匠
は
、
勝
頼
自
刃
後
に
徳
川
家
や
蒲
生
家
に
従
属
し
、
天
正
一
九

年
（
一
五
九
一
）
ま
で
活
躍
が
確
認
さ
れ
て
い
る
㉘
。
ま
た
、
武
藤
喜
平
衛
改
め
真

田
安
房
守
昌
幸
は
、
勝
頼
自
刃
後
に
織
田
家
・
徳
川
家
・
上
杉
家
・
豊
臣
家
に
従
属

し
て
武
田
家
滅
亡
か
ら
二
九
年
後
の
慶
長
一
六
年
（
一
六
一
一
）
に
亡
く
な
っ
て
い

る
㉙
。
つ
ま
り
、
前
述
し
た
小
幡
上
総
介
と
同
様
、
彼
ら
も
武
田
家
以
外
の
主
君
に

仕
え
て
他
家
を
転
々
と
し
て
い
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
彼
ら
は
武
田
家
に
忠
節
を

尽
く
し
た
家
臣
団
の
イ
メ
ー
ジ
に
反
す
る
と
さ
れ
、
明
治
時
代
以
降
の
改
編
で
除
外

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

　
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
る
武
将
の
評
価

　前
項
で
は
、
定
型
的
な
画
像
で
選
定
さ
れ
た
武
将
を
調
査
し
た
。
し
か
し
、
時
代

10

場
美
濃
守
・
内
藤
修
理
正
・
秋
山
伯
耆
守
・
高
坂
弾
正
・
小
山
田
弥
三
郎
・
原
隼
人
佐
・

山
県
三
郎
兵
衛
此
七
人
を
徴
し
て
、（
中
略
）
年
中
の
備
の
御
談
合
」（
上
―
一
四
六

頁
）
を
任
せ
た
と
あ
る
。
こ
の
時
期
、
土
屋
右
衛
門
尉
は
信
玄
の
「
御
扈
従
」（
上

―
二
六
六
頁
）
を
務
め
て
お
り
、
談
合
で
は
信
玄
の
側
に
控
え
て
い
る
が
、
の
ち
に

「
弓
矢
の
御
談
合
、
馬
場
美
濃
・
山
県
三
郎
兵
衛
・
高
坂
弾
正
・
内
藤
修
理
・
原
隼
人
・

土
屋
右
衛
門
尉
・
小
山
田
弥
三
郎
七
人
な
り
。」（
下
―
一
一
二
頁
）
と
あ
り
、
談
合

に
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
と
き
秋
山
が
い
な
い
の
は
「
美
濃
国
岩
村
に
在
城
し

て
信
長
を
押
る
。」（
上
―
三
五
二
頁
）
た
め
で
あ
り
、
以
上
の
八
人
が
武
田
家
の
戦

略
を
練
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
で
も
、
馬
場
・
内
藤
・
山
県
・
高
坂
の
四
名

に
関
し
て
は
「
信
玄
公
軍
法
之
事
、
馬
場
美
濃
守
・
内
藤
修
理
・
高
坂
弾
正
・
山
県

三
郎
兵
衛
四
人
の
ま
ゝ
に
成
給
ふ
」（
下
―
一
四
九
頁
）
と
特
に
重
要
な
位
置
に
お

り
、「
来
年
ノ
御
備
定
」（
中
―
二
八
五
頁
）
を
信
玄
と
行
っ
て
い
る
た
め
、
本
画
像

で
も
信
玄
の
側
近
く
に
控
え
て
い
る
。
残
る
甘
利
左
衛
門
尉
に
つ
い
て
は
、
永
禄
七

年
（
一
五
六
四
）
に
「
三
十
一
歳
に
て
馬
に
ふ
ま
れ
て
死
す
。」（
中
―
一
七
頁
）
と

あ
る
た
め
元
亀
元
年
の
談
合
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
五
人
の

足
軽
大
将
と
と
も
に
高
い
評
価
が
成
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
九
人
は
、
小
山
田
氏
を

除
い
て
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価
に
批
判
的
な
も
の
は
見
ら
れ
ず
高
い
評
価
が
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
時
代
が
下
り
様
々
な
形
の
画
像
が
登
場
し
た
後
も
ほ
と
ん
ど

の
画
像
に
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　小
山
田
氏
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
将
図
に
選
定
さ
れ
た
「
小
山
田
兵
衛
尉
」
は
左

兵
衛
尉
信
茂
を
指
す
が
、
前
述
し
た
「
小
山
田
弥
三
郎
」
は
信
茂
の
兄
で
あ
る
小
山

田
信
有
の
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
小
山
田
信
茂
は
江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
『
甲
斐

国
志
』
で
、
初
め
弥
三
郎
信
有
と
名
乗
り
の
ち
に
左
兵
衛
尉
信
茂
に
改
名
し
た
と
さ

れ
㉓
、
そ
れ
以
来
、
本
内
容
が
定
説
と
さ
れ
て
き
た
た
め
㉔
、
画
像
の
制
作
時
に
お

け
る
信
茂
の
評
価
も
弥
三
郎
信
有
の
功
績
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方

で
信
茂
個
人
と
し
て
も
、
穴
山
梅
雪
の
「
北
条
陸
奥
守
を
我
等
請
取
候
事
中
々
な
る

ま
じ
く
候
。
陸
奥
守
か
ゝ
へ
の
城
ば
か
り
五
ッ
六
ッ
是
あ
る
よ
し
に
候
へ
ば
、
我

等
小
勢
に
て
な
る
事
に
て
は
な
く
候
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
、「
御
旗
本
を
始
い

づ
れ
の
手
も
三
双
倍
・
五
双
倍
の
敵
に
て
候
。
陸
奥
ノ
守
ば
か
り
の
大
敵
を
其
方
へ

御
か
け
有
に
て
は
な
く
候
へ
共
、
梅
雪
御
斟
酌
に
を
ひ
て
は
、
我
等
に
陸
奥
ノ
守
仰

付
ら
れ
候
へ
」
と
願
い
出
た
逸
話
が
記
さ
れ
る
な
ど
（
下
―
四
〇
二
頁
）、
高
い
評

価
が
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
信
茂
で
あ
る

が
、
明
治
時
代
に
描
か
れ
た
画
像
で
は
表
1
―
38
の
よ
う
に
構
成
武
将
か
ら
外
さ
れ

た
り
、
表
1
―
46
の
よ
う
に
小
山
田
信
茂
た
だ
一
人
が
後
方
を
向
い
て
顔
を
隠
し
た

姿
で
描
か
れ
た
り
と
（
図
5
）、
不
遇
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
勝
頼
を

裏
切
っ
た
こ
と
で
徐
々
に
評
価
を
下
げ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
勝
頼

を
裏
切
っ
た
穴
山
梅
雪
は
評
価
を
下
げ
て
い
な
い
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
勝
頼

の
落
ち
度
に
よ
っ
て
裏
切
っ
た
穴
山
に
対
し
、
信
茂
は
勝
頼
を
居
城
で
あ
る
岩
殿
城

に
招
き
な
が
ら
も
土
壇
場
で
「
小
山
田
左
衛
門
と
勝
頼
公
御
従
弟
武
田
左
衛
門
ノ
佐

殿
と
く
み
て
小
山
田
兵
衛
人
質
を
う
ば
ひ
取
、
早
々
郡
内
へ
の
く
と
て
、
拵
た
る
小

口
よ
り
鉄
炮
を
打
出
す
。」（
下
―
四
三
七
頁
）
と
い
う
裏
切
り
に
及
ん
だ
た
め
、
評

価
に
差
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　先
方
衆
に
つ
い
て
は
、
信
州
先
方
衆
の
中
で
真
田
源
太
左
衛
門
と
真
田
兵
部
の
兄

弟
が
上
位
二
名
に
、
西
上
野
衆
の
中
で
小
幡
上
総
守
が
最
上
位
に
記
さ
れ
て
い
る
た

め
、
彼
ら
が
二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
真
田
兵
部
と
小

幡
上
総
守
の
二
名
は
現
在
知
ら
れ
る
二
十
四
将
か
ら
は
外
さ
れ
て
お
り
、
代
わ
り
に

真
田
弾
正
と
小
幡
豊
後
守
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
『
甲
陽
軍
鑑
』

の
記
述
を
も
と
に
検
証
す
る
。

　真
田
兄
弟
に
つ
い
て
は
、
源
太
左
衛
門
は
信
州
先
方
衆
の
中
で
最
大
の
兵
力
に
あ

図 5　武田神社蔵
「武田神社古城址版  武田二十四将図」（部分）
（守屋正彦『近世武家肖像画の研究（図版）』

（勉誠出版、2000 年）118 頁）
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「武田二十四将図」から読み解く江戸時代の信玄信仰

の
顔
立
ち
や
姿
、
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
、
本
書
に
記
さ
れ
た
信
玄
と
の
関
係
性
・

逸
話
・
評
価
な
ど
を
参
考
に
し
て
描
か
れ
、
初
期
の
定
型
的
な
画
像
が
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　そ
の
後
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
画
像
が
大
衆
化
す
る
と
、
よ
り
多
く
の
武
将
た

ち
が
見
た
い
と
い
う
民
衆
た
ち
の
要
望
に
応
え
る
形
で
新
た
に
武
将
の
選
定
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
と
き
、
活
躍
年
代
は
選
定
基
準
に
該
当
せ
ず
、
武
田
家
に
忠
節
を
尽
く
し

た
家
臣
団
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
添
っ
た
武
将
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
も
と
に
選
定
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
、評
価
が
賛
否
両
論
あ
り
総
評
が
定
ま
り
に
く
い
武
将
や
、『
甲
陽
軍
鑑
』

の
形
式
に
よ
っ
て
不
当
に
評
価
が
下
げ
ら
れ
た
武
将
は
、
絵
師
が
ど
の
記
述
を
採
用

す
る
か
に
よ
っ
て
選
定
の
有
無
が
左
右
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
何
パ
タ
ー

ン
も
の
二
十
四
将
図
が
出
版
・
拡
散
さ
れ
る
と
、
武
士
や
民
衆
た
ち
の
信
玄
や
そ
の
家

臣
に
対
す
る
意
識
や
信
仰
心
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
現
象
は
明
治
時
代
ま
で
続
き
、
武
田
神
社
古
城
址
版
の
成
立
に
よ
っ
て

取
捨
選
択
が
終
息
を
見
せ
る
と
、
武
田
神
社
の
例
大
祭
で
用
い
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て

若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
武
将
た
ち
が
信
玄
公
祭
り
に
よ
っ
て

多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
一
般
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
武
田

二
十
四
将
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

　
寺
院
・
武
士
と
武
田
二
十
四
将
図

　前
章
で
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
を
も
と
に
武
将
た
ち
の
選
定
理
由
を
検
証
し
、
そ
れ
が

人
々
の
信
玄
信
仰
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か

し
、
二
十
四
将
図
に
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価
と
は
別
に
追
加
さ
れ
た
武
将
た
ち
も
い

る
。
そ
れ
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
寺
院
が
発
行
し
た
画
像
に
お
い
て
独
自
に
追
加
さ
れ

た
武
将
で
あ
る
。
ま
た
、
前
章
で
は
主
に
民
衆
た
ち
が
画
像
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を

受
け
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、武
士
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

本
章
で
は
武
士
や
寺
院
と
二
十
四
将
図
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
節

　
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
と
信
玄

　本
節
で
は
、
寺
院
に
よ
る
信
玄
信
仰
と
武
田
二
十
四
将
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
る
。
第
一
章
で
示
し
た
通
り
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
の
多
く
は
二
十
四
将
図
を

所
蔵
ま
た
は
配
布
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
事
例
は
、
恵
林
寺
が
所
蔵
し

て
い
る
表
1
―
25
と
、
常
光
寺
が
配
布
し
た
表
1
―
45
で
あ
る
。
表
1
―
25
は
定

型
的
な
形
式
か
ら
武
将
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、
栗
原
信
盛
と
小
原
継
忠
が
追
加

さ
れ
て
い
る
。
栗
原
は
東

ひ
が
し
ご
お
り
郡
の
山
梨
郡
下
栗
原
村
（
現
、
山
梨
県
山
梨
市
下
栗
原
）

の
国
衆
で
あ
り
㉚
、
小
原
は
『
甲
斐
国
史
』
の
中
で
甲
斐
出
身
の
氏
族
と
記
さ
れ
東

郡
の
山
梨
郡
に
小
原
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
㉛
、
本
画
像
を
制
作
し
た
恵
林
寺
も
東

郡
の
山
梨
郡
小
屋
敷
村
（
現
、
山
梨
県
甲
州
市
塩
山
小
屋
敷
）
に
所
在
し
て
い
る

た
め
、
恵
林
寺
と
関
係
が
深
い
武
将
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

表
1
―
45
に
つ
い
て
も
定
型
的
な
武
将
に
青
木
信
時
が
追
加
さ
れ
て
い
る
が
、
常
光

寺
は
青
木
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
る
。
両
画
像
に
追
加
さ
れ
た
武
将
た
ち
は
、
他
の

画
像
で
の
選
定
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
は
独
自
に
武

将
の
改
変
を
行
い
、
画
像
を
制
作
ま
た
は
配
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、

な
ぜ
寺
院
は
独
自
に
画
像
を
制
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
で
、
特
に
信
玄
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
の
が
恵
林
寺

で
あ
る
。
恵
林
寺
で
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
信
玄
霊
殿
建
立
の
奉
加
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
奉
加
帳
の
序
文
を
見
る
と
「
清
和
天
皇
苗
裔
武
田
信
玄
公
、
改
叢
林

度
、
為
関
山
派
下
、
請
快
川
国
師
住
焉
、
為
自
牌
所
」
と
信
玄
と
の
関
係
に
つ
い
て

示
し
、
続
け
て
徳
川
家
と
の
繋
が
り
を
「
爰
東
照
大
権
現
宮
、
被
入
御
駕
於
当
邦
時
、

（
中
略
）
為
尊
影
供
料
粟
三
十
石
幷
恩
附
之
」
と
述
べ
た
後
に
奉
加
へ
の
協
力
を
求

め
て
い
る
㉜
。
こ
の
構
成
は
近
世
に
お
け
る
由
緒
の
典
型
的
な
構
図
で
あ
り
㉝
、
地

域
領
主
で
あ
っ
た
信
玄
の
権
威
は
恵
林
寺
の
来
歴
を
説
明
し
て
由
緒
を
主
張
す
る
た

め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　ま
た
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
幕
府
は
寺
社
造
営
を
行
わ
な
く
な
り
、
寺
社
が
開
帳

や
勧
化
を
行
う
た
め
に
は
幕
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
㉞
。
こ
れ
に

よ
り
、
寺
社
は
自
ら
の
力
で
、
な
お
か
つ
限
ら
れ
た
方
法
で
民
衆
か
ら
費
用
を
調
達

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
一
八
世
紀
後
半
に
は
日
常
的
な
知
名
度
や
開
帳
直

前
の
宣
伝
を
行
う
た
め
に
札
の
配
布
や
道
中
記
・
縁
起
の
版
行
な
ど
が
行
わ
れ
た
㉟
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
人
気

に
あ
や
か
り
信
玄
と
の
関
係
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
参
拝
者
を
呼
び
込
み
寺
院

を
存
続
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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が
下
る
に
つ
れ
て
二
十
四
将
に
は
様
々
な
武
将
た
ち
が
選
定
さ
れ
、
入
れ
替
わ
り
が

多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
追
加
さ
れ
た
武
将
に
は
、
前
述
し
た
真
田
弾
正
や
小
幡
豊

後
守
の
事
例
の
よ
う
に
深
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は

後
に
追
加
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

　追
加
さ
れ
た
武
将
の
活
躍
時
期
に
つ
い
て
は
、
信
玄
後
期
・
勝
頼
期
の
武
将
が
積

極
的
に
選
定
さ
れ
た
定
型
的
な
画
像
に
対
し
、
信
虎
・
信
玄
初
期
に
活
躍
し
た
家
臣

た
ち
も
多
く
選
定
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
は
、
戸
石
合
戦
や
（
上
―
二
四
一
頁
）、

甲
州
韮
山
合
戦
（
上
―
三
八
五
頁
）
な
ど
、
初
期
の
戦
に
お
い
て
の
華
々
し
い
活
躍

が
目
立
つ
板
垣
・
飯
富
・
甘
利
備
前
守
、
小
山
田
備
中
と
い
っ
た
家
老
た
ち
で
あ
り
、

甘
利
備
前
守
は
甘
利
左
衛
門
尉
の
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
定
型
的
な
画
像
に

描
か
れ
た
武
将
た
ち
と
比
較
し
て
一
世
代
前
の
武
将
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

は
、
画
像
が
大
衆
化
し
て
い
く
中
で
、
民
衆
た
ち
が
よ
り
多
く
の
武
将
た
ち
を
見
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
選
定
武
将
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
追
加
さ
れ
た
武
将
た

ち
の
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　ま
ず
、
御
親
類
衆
の
中
で
は
信
玄
の
実
弟
・
武
田
典
厩
が
追
加
さ
れ
た
。
典
厩
は

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
中
で
「
文
あ
り
武
あ
り
、
礼
あ
り
義
あ
り
」（
上
―
五
六
頁
）
と
称

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
県
三
郎
兵
衛
は
「
利
根
に
て
、
利
発
に
て
、
し
か
も
利

口
な
る
人
」
と
し
て
「
古
典
厩
様
な
ん
ど
、
物
ご
と
あ
ひ
調
た
り
。
副
将
軍
是
也
」

（
中
―
四
〇
一
頁
）
と
述
べ
た
と
す
る
逸
話
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
息

子
・
晴
信
と
対
立
し
て
い
た
信
虎
は
「
次
郎
を
我
等
の
惣
領
に
仕
り
」（
上
―
八
九

頁
）
と
考
え
て
い
た
と
あ
り
、信
玄
の
家
督
相
続
を
危
う
く
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
典
厩
自
身
が
積
極
的
に
信
玄
を
追
い
落
と
そ
う
と
謀
略
を
用
い
た
り
、
挙

兵
し
た
り
と
い
っ
た
記
述
は
一
切
な
く
、
あ
く
ま
で
信
虎
一
人
の
考
え
で
あ
っ
た
と

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
選
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
の

ち
に
信
玄
を
支
え
た
活
躍
が
考
慮
さ
れ
て
追
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
証

明
す
る
よ
う
に
、
信
玄
の
嫡
男
で
あ
る
義
信
は
「
長
坂
源
五
郎
と
談
合
し
給
ひ
、
せ

ん
な
き
悪
事
を
た
く
み
出
し
て
、
飯
富
兵
部
少
輔
を
頼
み
謀
反
の
企
を
し
給
ふ
。」

（
上
―
一
九
五
頁
）
と
、
信
玄
に
対
す
る
謀
反
の
記
述
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
の
は
一
例
の
み
で
あ
る
。

　次
に
、
御
譜
代
家
老
衆
の
中
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
武
将
の
中
で
頻
度
が
多
い
の

は
板
垣
駿
河
守
と
飯
富
兵
部
で
あ
る
。
で
は
、
彼
ら
は
な
ぜ
定
型
的
な
画
像
に
お
い

て
選
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
板
垣
駿
河
守
に
つ
い
て
は
「
先
勢
を
も
つ
て

諏
訪
衆
と
合
戦
あ
り
て
、
信
形
勝
利
を
得
る
。（
中
略
）
そ
れ
に
よ
つ
て
、
諏
訪
郡

代
板
垣
信
形
に
仰
付
ら
れ
候
。」（
上
―
四
三
二
～
四
三
三
頁
）
と
い
っ
た
数
々
の
武

功
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
夜
の
狂
乱
や
詩
作
に
更
け
る
一
九
歳
の
信
玄
に
対

し
、「（
信
虎
の
追
放
か
ら
）
三
年
も
た
ゝ
ざ
る
に
、
御
身
の
す
き
給
ふ
事
を
す
ご
し

て
、
心
の
ま
ゝ
に
あ
そ
ば
す
は
、
信
虎
公
の
百
双
倍
も
悪
大
将
に
て
御
座
候
（
中
略
）

御
立
腹
に
て
、
板
垣
を
御
成
敗
に
付
て
は
、
尤
御
馬
の
さ
き
に
て
、
討
死
仕
る
」（
上

―
三
九
一
頁
）
と
諌
め
、
こ
れ
を
聞
い
た
信
玄
は
「
涙
を
な
が
し
、
誓
紙
あ
そ
ば
し
、

無
行
儀
を
な
を
し
な
さ
る
ゝ
」（
上
―
三
九
一
頁
）
と
い
う
逸
話
も
伝
わ
る
忠
臣
で

あ
る
。
し
か
し
、「
一
つ
の
瑕
に
は
、
我
同
心
被
官
の
申
事
を
取
あ
げ
給
は
ず
候
事
」

（
上
―
四
四
二
頁
）
と
評
さ
れ
る
な
ど
欠
点
も
あ
り
、
信
州
上
田
原
合
戦
で
は
「
当

未
の
正
月
よ
り
、
分
別
う
は
気
に
な
ら
れ
、
備
儘
違
候
」（
中
―
四
八
頁
）
と
い
う

理
由
で
討
ち
死
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
飯
富
兵
部
に
つ
い
て
は
、「
我
よ
り
大

敵
な
り
と
も
、
又
強
敵
成
と
も
、
わ
が
ほ
こ
さ
き
に
は
楯
を
つ
か
す
ま
じ
と
存
る
者

な
り
。」（
中
―
九
頁
）
と
信
虎
か
ら
そ
の
武
勇
を
評
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
永
禄

八
年
（
一
五
六
五
）
に
「
義
信
若
気
故
、
恨
な
き
信
玄
に
、
逆
心
を
企
さ
す
る
談
合

相
の
棟
梁
に
、
兵
部
成
候
事
。」（
中
―
一
八
八
頁
）
な
ど
五
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
御

成
敗
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
両
名
は
武
功
を
あ
げ
て
若
い
信
玄
を
支
え
た
家

老
で
あ
っ
た
が
、
否
定
的
な
評
価
も
多
く
見
ら
れ
る
な
ど
評
価
が
定
ま
り
に
く
い
。

そ
の
た
め
、
画
像
で
の
入
れ
替
わ
り
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
は
評
価
が
一
定
で
は
な
い

た
め
、
絵
師
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
検
証
結
果

　以
上
の
調
査
結
果
か
ら
、
武
田
二
十
四
将
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
関
係
性
に
つ
い
て

ま
と
め
る
。

　江
戸
時
代
初
期
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
出
版
さ
れ
て
信
玄
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る

と
「
武
田
二
十
四
将
図
」
が
制
作
さ
れ
た
。
本
画
像
を
制
作
す
る
際
、
制
作
者
や
発

注
者
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
信
玄
や
そ
の
家
臣
の
姿
は
、
彼
ら
が
愛
読
し
た
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
記
述
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
武
将
の
取
捨
選
択
、
武
将

295
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の
顔
立
ち
や
姿
、
位
置
関
係
に
つ
い
て
も
、
本
書
に
記
さ
れ
た
信
玄
と
の
関
係
性
・

逸
話
・
評
価
な
ど
を
参
考
に
し
て
描
か
れ
、
初
期
の
定
型
的
な
画
像
が
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　そ
の
後
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
画
像
が
大
衆
化
す
る
と
、
よ
り
多
く
の
武
将
た

ち
が
見
た
い
と
い
う
民
衆
た
ち
の
要
望
に
応
え
る
形
で
新
た
に
武
将
の
選
定
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
と
き
、
活
躍
年
代
は
選
定
基
準
に
該
当
せ
ず
、
武
田
家
に
忠
節
を
尽
く
し

た
家
臣
団
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
添
っ
た
武
将
が
『
甲
陽
軍
鑑
』
を
も
と
に
選
定
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
、評
価
が
賛
否
両
論
あ
り
総
評
が
定
ま
り
に
く
い
武
将
や
、『
甲
陽
軍
鑑
』

の
形
式
に
よ
っ
て
不
当
に
評
価
が
下
げ
ら
れ
た
武
将
は
、
絵
師
が
ど
の
記
述
を
採
用

す
る
か
に
よ
っ
て
選
定
の
有
無
が
左
右
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
り
何
パ
タ
ー

ン
も
の
二
十
四
将
図
が
出
版
・
拡
散
さ
れ
る
と
、
武
士
や
民
衆
た
ち
の
信
玄
や
そ
の
家

臣
に
対
す
る
意
識
や
信
仰
心
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
現
象
は
明
治
時
代
ま
で
続
き
、
武
田
神
社
古
城
址
版
の
成
立
に
よ
っ
て

取
捨
選
択
が
終
息
を
見
せ
る
と
、
武
田
神
社
の
例
大
祭
で
用
い
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て

若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
武
将
た
ち
が
信
玄
公
祭
り
に
よ
っ
て

多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
一
般
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
武
田

二
十
四
将
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
章

　
寺
院
・
武
士
と
武
田
二
十
四
将
図

　前
章
で
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
を
も
と
に
武
将
た
ち
の
選
定
理
由
を
検
証
し
、
そ
れ
が

人
々
の
信
玄
信
仰
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か

し
、
二
十
四
将
図
に
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
評
価
と
は
別
に
追
加
さ
れ
た
武
将
た
ち
も
い

る
。
そ
れ
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
寺
院
が
発
行
し
た
画
像
に
お
い
て
独
自
に
追
加
さ
れ

た
武
将
で
あ
る
。
ま
た
、
前
章
で
は
主
に
民
衆
た
ち
が
画
像
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を

受
け
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、武
士
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

本
章
で
は
武
士
や
寺
院
と
二
十
四
将
図
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
一
節

　
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
と
信
玄

　本
節
で
は
、
寺
院
に
よ
る
信
玄
信
仰
と
武
田
二
十
四
将
図
と
の
関
係
に
つ
い
て
述

べ
る
。
第
一
章
で
示
し
た
通
り
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
の
多
く
は
二
十
四
将
図
を

所
蔵
ま
た
は
配
布
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
事
例
は
、
恵
林
寺
が
所
蔵
し

て
い
る
表
1
―
25
と
、
常
光
寺
が
配
布
し
た
表
1
―
45
で
あ
る
。
表
1
―
25
は
定

型
的
な
形
式
か
ら
武
将
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、
栗
原
信
盛
と
小
原
継
忠
が
追
加

さ
れ
て
い
る
。
栗
原
は
東

ひ
が
し
ご
お
り
郡
の
山
梨
郡
下
栗
原
村
（
現
、
山
梨
県
山
梨
市
下
栗
原
）

の
国
衆
で
あ
り
㉚
、
小
原
は
『
甲
斐
国
史
』
の
中
で
甲
斐
出
身
の
氏
族
と
記
さ
れ
東

郡
の
山
梨
郡
に
小
原
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
㉛
、
本
画
像
を
制
作
し
た
恵
林
寺
も
東

郡
の
山
梨
郡
小
屋
敷
村
（
現
、
山
梨
県
甲
州
市
塩
山
小
屋
敷
）
に
所
在
し
て
い
る

た
め
、
恵
林
寺
と
関
係
が
深
い
武
将
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

表
1
―
45
に
つ
い
て
も
定
型
的
な
武
将
に
青
木
信
時
が
追
加
さ
れ
て
い
る
が
、
常
光

寺
は
青
木
氏
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
る
。
両
画
像
に
追
加
さ
れ
た
武
将
た
ち
は
、
他
の

画
像
で
の
選
定
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
は
独
自
に
武

将
の
改
変
を
行
い
、
画
像
を
制
作
ま
た
は
配
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、

な
ぜ
寺
院
は
独
自
に
画
像
を
制
作
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
で
、
特
に
信
玄
と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
の
が
恵
林
寺

で
あ
る
。
恵
林
寺
で
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
信
玄
霊
殿
建
立
の
奉
加
が
行
わ

れ
て
い
る
が
、
奉
加
帳
の
序
文
を
見
る
と
「
清
和
天
皇
苗
裔
武
田
信
玄
公
、
改
叢
林

度
、
為
関
山
派
下
、
請
快
川
国
師
住
焉
、
為
自
牌
所
」
と
信
玄
と
の
関
係
に
つ
い
て

示
し
、
続
け
て
徳
川
家
と
の
繋
が
り
を
「
爰
東
照
大
権
現
宮
、
被
入
御
駕
於
当
邦
時
、

（
中
略
）
為
尊
影
供
料
粟
三
十
石
幷
恩
附
之
」
と
述
べ
た
後
に
奉
加
へ
の
協
力
を
求

め
て
い
る
㉜
。
こ
の
構
成
は
近
世
に
お
け
る
由
緒
の
典
型
的
な
構
図
で
あ
り
㉝
、
地

域
領
主
で
あ
っ
た
信
玄
の
権
威
は
恵
林
寺
の
来
歴
を
説
明
し
て
由
緒
を
主
張
す
る
た

め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　ま
た
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
幕
府
は
寺
社
造
営
を
行
わ
な
く
な
り
、
寺
社
が
開
帳

や
勧
化
を
行
う
た
め
に
は
幕
府
の
許
可
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
㉞
。
こ
れ
に

よ
り
、
寺
社
は
自
ら
の
力
で
、
な
お
か
つ
限
ら
れ
た
方
法
で
民
衆
か
ら
費
用
を
調
達

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
一
八
世
紀
後
半
に
は
日
常
的
な
知
名
度
や
開
帳
直

前
の
宣
伝
を
行
う
た
め
に
札
の
配
布
や
道
中
記
・
縁
起
の
版
行
な
ど
が
行
わ
れ
た
㉟
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
人
気

に
あ
や
か
り
信
玄
と
の
関
係
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
参
拝
者
を
呼
び
込
み
寺
院

を
存
続
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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が
下
る
に
つ
れ
て
二
十
四
将
に
は
様
々
な
武
将
た
ち
が
選
定
さ
れ
、
入
れ
替
わ
り
が

多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
追
加
さ
れ
た
武
将
に
は
、
前
述
し
た
真
田
弾
正
や
小
幡
豊

後
守
の
事
例
の
よ
う
に
深
い
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は

後
に
追
加
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
検
証
す
る
。

　追
加
さ
れ
た
武
将
の
活
躍
時
期
に
つ
い
て
は
、
信
玄
後
期
・
勝
頼
期
の
武
将
が
積

極
的
に
選
定
さ
れ
た
定
型
的
な
画
像
に
対
し
、
信
虎
・
信
玄
初
期
に
活
躍
し
た
家
臣

た
ち
も
多
く
選
定
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
は
、
戸
石
合
戦
や
（
上
―
二
四
一
頁
）、

甲
州
韮
山
合
戦
（
上
―
三
八
五
頁
）
な
ど
、
初
期
の
戦
に
お
い
て
の
華
々
し
い
活
躍

が
目
立
つ
板
垣
・
飯
富
・
甘
利
備
前
守
、
小
山
田
備
中
と
い
っ
た
家
老
た
ち
で
あ
り
、

甘
利
備
前
守
は
甘
利
左
衛
門
尉
の
父
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
定
型
的
な
画
像
に

描
か
れ
た
武
将
た
ち
と
比
較
し
て
一
世
代
前
の
武
将
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

は
、
画
像
が
大
衆
化
し
て
い
く
中
で
、
民
衆
た
ち
が
よ
り
多
く
の
武
将
た
ち
を
見
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
形
で
選
定
武
将
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
徐
々
に
増
え
て
い
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
追
加
さ
れ
た
武
将
た

ち
の
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
お
け
る
評
価
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　ま
ず
、
御
親
類
衆
の
中
で
は
信
玄
の
実
弟
・
武
田
典
厩
が
追
加
さ
れ
た
。
典
厩
は

『
甲
陽
軍
鑑
』
の
中
で
「
文
あ
り
武
あ
り
、
礼
あ
り
義
あ
り
」（
上
―
五
六
頁
）
と
称

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
県
三
郎
兵
衛
は
「
利
根
に
て
、
利
発
に
て
、
し
か
も
利

口
な
る
人
」
と
し
て
「
古
典
厩
様
な
ん
ど
、
物
ご
と
あ
ひ
調
た
り
。
副
将
軍
是
也
」

（
中
―
四
〇
一
頁
）
と
述
べ
た
と
す
る
逸
話
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
息

子
・
晴
信
と
対
立
し
て
い
た
信
虎
は
「
次
郎
を
我
等
の
惣
領
に
仕
り
」（
上
―
八
九

頁
）
と
考
え
て
い
た
と
あ
り
、信
玄
の
家
督
相
続
を
危
う
く
す
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
典
厩
自
身
が
積
極
的
に
信
玄
を
追
い
落
と
そ
う
と
謀
略
を
用
い
た
り
、
挙

兵
し
た
り
と
い
っ
た
記
述
は
一
切
な
く
、
あ
く
ま
で
信
虎
一
人
の
考
え
で
あ
っ
た
と

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
選
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
の

ち
に
信
玄
を
支
え
た
活
躍
が
考
慮
さ
れ
て
追
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
証

明
す
る
よ
う
に
、
信
玄
の
嫡
男
で
あ
る
義
信
は
「
長
坂
源
五
郎
と
談
合
し
給
ひ
、
せ

ん
な
き
悪
事
を
た
く
み
出
し
て
、
飯
富
兵
部
少
輔
を
頼
み
謀
反
の
企
を
し
給
ふ
。」

（
上
―
一
九
五
頁
）
と
、
信
玄
に
対
す
る
謀
反
の
記
述
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

二
十
四
将
に
選
定
さ
れ
た
の
は
一
例
の
み
で
あ
る
。

　次
に
、
御
譜
代
家
老
衆
の
中
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
武
将
の
中
で
頻
度
が
多
い
の

は
板
垣
駿
河
守
と
飯
富
兵
部
で
あ
る
。
で
は
、
彼
ら
は
な
ぜ
定
型
的
な
画
像
に
お
い

て
選
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
板
垣
駿
河
守
に
つ
い
て
は
「
先
勢
を
も
つ
て

諏
訪
衆
と
合
戦
あ
り
て
、
信
形
勝
利
を
得
る
。（
中
略
）
そ
れ
に
よ
つ
て
、
諏
訪
郡

代
板
垣
信
形
に
仰
付
ら
れ
候
。」（
上
―
四
三
二
～
四
三
三
頁
）
と
い
っ
た
数
々
の
武

功
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
夜
の
狂
乱
や
詩
作
に
更
け
る
一
九
歳
の
信
玄
に
対

し
、「（
信
虎
の
追
放
か
ら
）
三
年
も
た
ゝ
ざ
る
に
、
御
身
の
す
き
給
ふ
事
を
す
ご
し

て
、
心
の
ま
ゝ
に
あ
そ
ば
す
は
、
信
虎
公
の
百
双
倍
も
悪
大
将
に
て
御
座
候
（
中
略
）

御
立
腹
に
て
、
板
垣
を
御
成
敗
に
付
て
は
、
尤
御
馬
の
さ
き
に
て
、
討
死
仕
る
」（
上

―
三
九
一
頁
）
と
諌
め
、
こ
れ
を
聞
い
た
信
玄
は
「
涙
を
な
が
し
、
誓
紙
あ
そ
ば
し
、

無
行
儀
を
な
を
し
な
さ
る
ゝ
」（
上
―
三
九
一
頁
）
と
い
う
逸
話
も
伝
わ
る
忠
臣
で

あ
る
。
し
か
し
、「
一
つ
の
瑕
に
は
、
我
同
心
被
官
の
申
事
を
取
あ
げ
給
は
ず
候
事
」

（
上
―
四
四
二
頁
）
と
評
さ
れ
る
な
ど
欠
点
も
あ
り
、
信
州
上
田
原
合
戦
で
は
「
当

未
の
正
月
よ
り
、
分
別
う
は
気
に
な
ら
れ
、
備
儘
違
候
」（
中
―
四
八
頁
）
と
い
う

理
由
で
討
ち
死
に
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
飯
富
兵
部
に
つ
い
て
は
、「
我
よ
り
大

敵
な
り
と
も
、
又
強
敵
成
と
も
、
わ
が
ほ
こ
さ
き
に
は
楯
を
つ
か
す
ま
じ
と
存
る
者

な
り
。」（
中
―
九
頁
）
と
信
虎
か
ら
そ
の
武
勇
を
評
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
永
禄

八
年
（
一
五
六
五
）
に
「
義
信
若
気
故
、
恨
な
き
信
玄
に
、
逆
心
を
企
さ
す
る
談
合

相
の
棟
梁
に
、
兵
部
成
候
事
。」（
中
―
一
八
八
頁
）
な
ど
五
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
御

成
敗
と
な
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
両
名
は
武
功
を
あ
げ
て
若
い
信
玄
を
支
え
た
家

老
で
あ
っ
た
が
、
否
定
的
な
評
価
も
多
く
見
ら
れ
る
な
ど
評
価
が
定
ま
り
に
く
い
。

そ
の
た
め
、
画
像
で
の
入
れ
替
わ
り
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　以
上
の
よ
う
に
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
武
将
に
つ
い
て
は
評
価
が
一
定
で
は
な
い

た
め
、
絵
師
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
入
れ
替
わ
り
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
節

　
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
検
証
結
果

　以
上
の
調
査
結
果
か
ら
、
武
田
二
十
四
将
と
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
関
係
性
に
つ
い
て

ま
と
め
る
。

　江
戸
時
代
初
期
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
出
版
さ
れ
て
信
玄
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る

と
「
武
田
二
十
四
将
図
」
が
制
作
さ
れ
た
。
本
画
像
を
制
作
す
る
際
、
制
作
者
や
発

注
者
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
信
玄
や
そ
の
家
臣
の
姿
は
、
彼
ら
が
愛
読
し
た
『
甲

陽
軍
鑑
』
の
記
述
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
武
将
の
取
捨
選
択
、
武
将

294
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　以
上
の
点
か
ら
、
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
に
お
い
て
は
武
家
の
な
か
で
も
特
に

武
田
家
旧
臣
が
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
権
威
を
示
し
て
由
緒
を
主
張
す
る
際
に
信

玄
と
の
関
係
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
本
画
像
が
制
作
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
三
節

　
寺
院
・
武
士
と
信
玄
信
仰

　以
上
の
検
証
結
果
か
ら
、
江
戸
時
代
の
寺
院
・
武
士
と
信
玄
信
仰
と
の
関
係
に
つ

い
て
述
べ
る
。

　江
戸
時
代
前
期
に
は
武
士
が
由
緒
を
主
張
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
同
じ
頃
、『
甲

陽
軍
鑑
』
の
成
立
・
出
版
に
よ
っ
て
信
玄
の
威
光
が
高
ま
り
、
人
々
の
中
で
信
玄
に

対
す
る
信
仰
心
が
生
ま
れ
る
と
、
武
士
は
自
ら
の
由
緒
を
主
張
す
る
た
め
に
こ
れ
を

利
用
し
た
。
そ
の
た
め
、
信
玄
と
の
関
係
性
を
い
か
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
重

要
と
な
り
、
そ
の
た
め
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
二
十
四
将
図
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
本
画
像
が
出
版
さ
れ
る
と
、
民
衆
た
ち
の
間
で
さ
ら
に
信
玄
信
仰
が

高
ま
っ
た
。

　江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
寺
院
は
由
緒
を
主
張
し
て
資
金
集
め
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
際
、
当
時
民
衆
た
ち
の
間
で
多
数
流
通
し
て
い
た
二
十
四
将
図
が
利

用
さ
れ
、
寺
院
は
独
自
の
画
像
を
制
作
・
配
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

画
像
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
流
通
し
続
け
、
信
玄
に
対
す
る
信
仰
も
続
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　こ
こ
ま
で
、
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
過
程
か
ら
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
る
流
れ

を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
信
玄
信
仰
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

　一
八
世
紀
前
半
頃
、
自
家
の
由
緒
を
主
張
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
武
田
家
旧
臣

は
、
信
玄
と
の
関
係
性
を
示
す
ア
イ
テ
ム
と
し
て
「
武
田
二
十
四
将
図
」
を
制
作
し

た
。
当
時
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
出
版
に
よ
っ
て
武
田
信
玄
や
そ
の
家
臣
た
ち
の
武
功
・

逸
話
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
画
像
の
制
作
者
や
発
注
者
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
信
玄
や

そ
の
家
臣
の
姿
も
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、『
甲
陽
軍
鑑
』

が
武
家
の
子
ど
も
の
教
養
書
と
な
る
こ
と
で
信
玄
や
そ
の
家
臣
に
対
す
る
信
仰
は
さ

ら
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
何
度
も
再

版
さ
れ
て
信
玄
を
題
材
と
し
た
絵
画
の
需
要
も
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
主
に
民
衆
・
大

衆
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
版
画
に
よ
る
画
像
が
制
作
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
民
衆

た
ち
の
間
で
信
玄
信
仰
が
高
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
り
寺
社
が
資

図 7　米倉家所蔵「米倉丹後守重継像」
（横浜市歴史博物館『横浜の大名  米倉家の幕末・明治』

（横浜市歴史博物館、2021 年）6 頁）

図 8　柳沢文庫蔵「武田二十四将図」
（山梨県立博物館『柳沢吉保と甲府城』

（山梨県立博物館、2011 年）117 頁）
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　以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
が
信
玄
の
権
威
を

由
緒
の
主
張
や
資
金
集
め
に
利
用
し
て
い
た
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
武
田
家
ゆ
か

り
の
寺
院
は
二
十
四
将
図
を
所
有
し
、
独
自
に
出
版
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

寺
院
と
武
田
家
と
の
関
係
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
二
十
四
将
図
が

制
作
・
配
布
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

　
武
田
家
旧
臣
と
信
玄

　本
節
で
は
、
武
田
家
旧
臣
に
よ
る
信
玄
信
仰
に
注
目
し
、「
武
田
二
十
四
将
図
」

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
二
十
四
将
図

が
成
立
し
た
初
期
の
段
階
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
と
さ
れ
て
い
た
の
は
武
士
で
あ
り
、
本

画
像
を
所
蔵
し
て
い
る
武
田
家
旧
臣
の
家
系
は
多
い
。
そ
の
例
が
、
武
田
家
の
一
流

で
あ
る
一
条
家
の
末
裔
を
称
し
て
表
1
―
1
を
所
蔵
す
る
柳
沢
家
㊱
、
表
1
―
12
を

所
蔵
す
る
小
幡
家
、
表
1
―
22
を
所
蔵
す
る
山
縣
家
、
武
田
氏
に
仕
え
た
青
木
氏
の

家
系
の
母
を
持
つ
磯
貝
長
七
郎
が
描
い
た
表
1
―
26
を
所
蔵
す
る
磯
貝
家
で
あ
る
。

中
で
も
、
柳
沢
家
は
戦
国
時
代
に
武
川
衆
と
し
て
武
田
家
に
従
属
し
た
家
柄
で
あ
り
、

表
1
―
1
を
描
い
た
柳
沢
吉
里
の
父
は
、
甲
府
城
を
与
え
ら
れ
て
甲
斐
国
山
梨
郡
・

八
代
郡
・
巨
摩
郡
一
五
万
石
を
統
治
し
た
柳
沢
吉
保
で
あ
る
た
め
、
武
田
家
と
の
関

係
が
非
常
に
強
い
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
1
に
は
記
載
し
て
い
な
い
が
、
柳
沢

家
と
同
じ
く
武
川
衆
の
家
系
で
あ
る
武
州
金
沢
藩
・
米
倉
氏
に
は
、「
武
田
信
玄
お

よ
び
武
将
像
」
と
い
う
信
玄
と
八
八
人
の
武
将
た
ち
を
描
い
た
画
像
が
伝
わ
っ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
信
玄
に
仕
え
た
米
倉
丹
後
守
が
描
か
れ
て
い
る
㊲
。
で
は
、
な
ぜ
武

田
家
旧
臣
は
二
十
四
将
図
を
欲
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　江
戸
時
代
に
お
け
る
武
田
家
旧
臣
の
動
向
を
調
べ
る
と
、
前
節
で
も
取
り
上
げ
た

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
の
信
玄
霊
殿
建
立
に
お
い
て
、
川
窪
家
な
ど
の
武
田
氏
血

縁
者
や
三
枝
・
土
屋
・
小
幡
・
真
田
・
柳
沢
・
米
倉
・
青
木
・
駒
井
と
い
っ
た
武
田

氏
に
か
つ
て
仕
え
た
大
名
・
旗
本
な
ど
が
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
文

一
二
年
（
一
六
七
二
）
に
行
わ
れ
た
武
田
信
玄
百
回
遠
忌
法
要
で
は
、
奉
加
実
施
に

よ
る
武
田
家
旧
臣
の
資
金
援
助
に
よ
っ
て
五
輪
塔
と
宝
篋
印
塔
が
再
建
さ
れ
た
㊳
。

山
本
英
二
氏
は
近
世
に
お
け
る
由
緒
の
発
生
史
に
つ
い
て
「
イ
エ
の
来
歴
を
説
明
す

る
装
置
と
し
て
武
家
社
会
に
お
い
て
ま
ず
出
現
す
る
」
と
述
べ
、
そ
の
初
源
を
寛
文

期
と
し
て
い
る
㊴
。
そ
の
た
め
、
寛
文
期
に
は
武
田
家
旧
臣
も
信
玄
の
威
光
を
利
用

し
て
イ
エ
の
来
歴
を
説
明
し
、
由
緒
を
主
張
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　彼
ら
の
中
で
も
信
玄
と
の
関
連
性
を
特
に
強
調
し
て
い
る
の
が
柳
沢
吉
保
で
あ

る
。
吉
保
は
、
甲
府
城
を
与
え
ら
れ
て
甲
斐
・
八
代
・
巨
摩
を
拝
領
し
た
翌
年
の
宝

永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
信
玄
の
一
三
三
回
忌
を
営
み
、「
太
刀

　銘
来
国
長
」
を

信
玄
の
霊
前
に
奉
納
し
て
い
る
が
㊵
、
吉
保
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
の
は
、

信
玄
の
威
光
を
利
用
し
て
自
家
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
で
、
新
た
に
大
名
と
な
っ
た

自
身
が
信
玄
の
後
継
者
で
あ
り
甲
斐
の
正
当
な
支
配
者
で
あ
る
と
示
そ
う
と
し
た
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
㊶
。
ま
た
、
柳
沢
家
が
一
万
石
を
与
え
ら
れ
て
大
名
に
な
っ

た
の
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
で
あ
る
が
、元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
は
「
法

性
院
殿
軍
令
二
十
九
箇
條
」
と
あ
る
軍
令
を
前
に
し
て
座
す
「
柳
沢
吉
保
像
」
が
制

作
さ
れ
㊷
（
図
6
）、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
甲
斐
を
領
地
と
し
た
直
後
の
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
に
は
「
武
田
信
玄
像
」
が
制
作
さ
れ
て
い
る
㊸
。
つ
ま
り
、
権
威
を

示
す
こ
と
が
必
要
な
時
期
に
お
い
て
、
信
玄
と
の
繋
が
り
を
強
調
す
る
た
め
の
ア
イ

テ
ム
と
し
て
肖
像
画
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
は
米
倉
家
に
も
見
ら
れ
、
米

倉
家
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
大
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

に
制
作
さ
れ
た
「
米
倉
丹
後
守
重
継
像
」
の
賛
文
に
は
信
玄
・
勝
頼
時
代
の
事
績
が

記
さ
れ
て
い
る
㊹
（
図
7
）。
そ
し
て
、
二
十
四
将
図
の
初
期
の
事
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
柳
沢
吉
里
筆
の
表
1
―
4
や
（
図
8
）、
鳥
居
清
信
筆
の
表
1
―
34
が
描
か

れ
た
時
期
も
一
八
世
紀
前
半
で
あ
り
、
武
田
家
旧
臣
が
信
玄
と
の
関
係
を
画
像
に
入

れ
始
め
た
時
期
と
一
致
す
る
。

図 6　山梨県 常光寺蔵「柳沢吉保像」
（山梨県立博物館『柳沢吉保と甲府城』

（山梨県立博物館、2011 年 11 頁）

293

「武田二十四将図」から読み解く江戸時代の信玄信仰

（15） （14）



15

「武田二十四将図」から読み解く江戸時代の信玄信仰

　以
上
の
点
か
ら
、
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
に
お
い
て
は
武
家
の
な
か
で
も
特
に

武
田
家
旧
臣
が
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
権
威
を
示
し
て
由
緒
を
主
張
す
る
際
に
信

玄
と
の
関
係
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
本
画
像
が
制
作
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
三
節

　
寺
院
・
武
士
と
信
玄
信
仰

　以
上
の
検
証
結
果
か
ら
、
江
戸
時
代
の
寺
院
・
武
士
と
信
玄
信
仰
と
の
関
係
に
つ

い
て
述
べ
る
。

　江
戸
時
代
前
期
に
は
武
士
が
由
緒
を
主
張
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
同
じ
頃
、『
甲

陽
軍
鑑
』
の
成
立
・
出
版
に
よ
っ
て
信
玄
の
威
光
が
高
ま
り
、
人
々
の
中
で
信
玄
に

対
す
る
信
仰
心
が
生
ま
れ
る
と
、
武
士
は
自
ら
の
由
緒
を
主
張
す
る
た
め
に
こ
れ
を

利
用
し
た
。
そ
の
た
め
、
信
玄
と
の
関
係
性
を
い
か
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
重

要
と
な
り
、
そ
の
た
め
の
ア
イ
テ
ム
と
し
て
二
十
四
将
図
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
本
画
像
が
出
版
さ
れ
る
と
、
民
衆
た
ち
の
間
で
さ
ら
に
信
玄
信
仰
が

高
ま
っ
た
。

　江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
寺
院
は
由
緒
を
主
張
し
て
資
金
集
め
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
際
、
当
時
民
衆
た
ち
の
間
で
多
数
流
通
し
て
い
た
二
十
四
将
図
が
利

用
さ
れ
、
寺
院
は
独
自
の
画
像
を
制
作
・
配
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

画
像
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
流
通
し
続
け
、
信
玄
に
対
す
る
信
仰
も
続
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　こ
こ
ま
で
、
武
田
二
十
四
将
図
の
成
立
過
程
か
ら
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
る
流
れ

を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
信
玄
信
仰
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

　一
八
世
紀
前
半
頃
、
自
家
の
由
緒
を
主
張
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
武
田
家
旧
臣

は
、
信
玄
と
の
関
係
性
を
示
す
ア
イ
テ
ム
と
し
て
「
武
田
二
十
四
将
図
」
を
制
作
し

た
。
当
時
は
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
出
版
に
よ
っ
て
武
田
信
玄
や
そ
の
家
臣
た
ち
の
武
功
・

逸
話
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
画
像
の
制
作
者
や
発
注
者
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
信
玄
や

そ
の
家
臣
の
姿
も
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、『
甲
陽
軍
鑑
』

が
武
家
の
子
ど
も
の
教
養
書
と
な
る
こ
と
で
信
玄
や
そ
の
家
臣
に
対
す
る
信
仰
は
さ

ら
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
、『
甲
陽
軍
鑑
』
が
何
度
も
再

版
さ
れ
て
信
玄
を
題
材
と
し
た
絵
画
の
需
要
も
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
主
に
民
衆
・
大

衆
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
版
画
に
よ
る
画
像
が
制
作
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
民
衆

た
ち
の
間
で
信
玄
信
仰
が
高
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
り
寺
社
が
資

図 7　米倉家所蔵「米倉丹後守重継像」
（横浜市歴史博物館『横浜の大名  米倉家の幕末・明治』

（横浜市歴史博物館、2021 年）6 頁）

図 8　柳沢文庫蔵「武田二十四将図」
（山梨県立博物館『柳沢吉保と甲府城』

（山梨県立博物館、2011 年）117 頁）
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　以
上
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
武
田
家
ゆ
か
り
の
寺
院
が
信
玄
の
権
威
を

由
緒
の
主
張
や
資
金
集
め
に
利
用
し
て
い
た
が
、
時
を
同
じ
く
し
て
、
武
田
家
ゆ
か

り
の
寺
院
は
二
十
四
将
図
を
所
有
し
、
独
自
に
出
版
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

寺
院
と
武
田
家
と
の
関
係
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
二
十
四
将
図
が

制
作
・
配
布
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

　
武
田
家
旧
臣
と
信
玄

　本
節
で
は
、
武
田
家
旧
臣
に
よ
る
信
玄
信
仰
に
注
目
し
、「
武
田
二
十
四
将
図
」

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
二
十
四
将
図

が
成
立
し
た
初
期
の
段
階
で
タ
ー
ゲ
ッ
ト
層
と
さ
れ
て
い
た
の
は
武
士
で
あ
り
、
本

画
像
を
所
蔵
し
て
い
る
武
田
家
旧
臣
の
家
系
は
多
い
。
そ
の
例
が
、
武
田
家
の
一
流

で
あ
る
一
条
家
の
末
裔
を
称
し
て
表
1
―
1
を
所
蔵
す
る
柳
沢
家
㊱
、
表
1
―
12
を

所
蔵
す
る
小
幡
家
、
表
1
―
22
を
所
蔵
す
る
山
縣
家
、
武
田
氏
に
仕
え
た
青
木
氏
の

家
系
の
母
を
持
つ
磯
貝
長
七
郎
が
描
い
た
表
1
―
26
を
所
蔵
す
る
磯
貝
家
で
あ
る
。

中
で
も
、
柳
沢
家
は
戦
国
時
代
に
武
川
衆
と
し
て
武
田
家
に
従
属
し
た
家
柄
で
あ
り
、

表
1
―
1
を
描
い
た
柳
沢
吉
里
の
父
は
、
甲
府
城
を
与
え
ら
れ
て
甲
斐
国
山
梨
郡
・

八
代
郡
・
巨
摩
郡
一
五
万
石
を
統
治
し
た
柳
沢
吉
保
で
あ
る
た
め
、
武
田
家
と
の
関

係
が
非
常
に
強
い
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
1
に
は
記
載
し
て
い
な
い
が
、
柳
沢

家
と
同
じ
く
武
川
衆
の
家
系
で
あ
る
武
州
金
沢
藩
・
米
倉
氏
に
は
、「
武
田
信
玄
お

よ
び
武
将
像
」
と
い
う
信
玄
と
八
八
人
の
武
将
た
ち
を
描
い
た
画
像
が
伝
わ
っ
て
お

り
、
そ
こ
に
は
信
玄
に
仕
え
た
米
倉
丹
後
守
が
描
か
れ
て
い
る
㊲
。
で
は
、
な
ぜ
武

田
家
旧
臣
は
二
十
四
将
図
を
欲
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　江
戸
時
代
に
お
け
る
武
田
家
旧
臣
の
動
向
を
調
べ
る
と
、
前
節
で
も
取
り
上
げ
た

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
の
信
玄
霊
殿
建
立
に
お
い
て
、
川
窪
家
な
ど
の
武
田
氏
血

縁
者
や
三
枝
・
土
屋
・
小
幡
・
真
田
・
柳
沢
・
米
倉
・
青
木
・
駒
井
と
い
っ
た
武
田

氏
に
か
つ
て
仕
え
た
大
名
・
旗
本
な
ど
が
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
文

一
二
年
（
一
六
七
二
）
に
行
わ
れ
た
武
田
信
玄
百
回
遠
忌
法
要
で
は
、
奉
加
実
施
に

よ
る
武
田
家
旧
臣
の
資
金
援
助
に
よ
っ
て
五
輪
塔
と
宝
篋
印
塔
が
再
建
さ
れ
た
㊳
。

山
本
英
二
氏
は
近
世
に
お
け
る
由
緒
の
発
生
史
に
つ
い
て
「
イ
エ
の
来
歴
を
説
明
す

る
装
置
と
し
て
武
家
社
会
に
お
い
て
ま
ず
出
現
す
る
」
と
述
べ
、
そ
の
初
源
を
寛
文

期
と
し
て
い
る
㊴
。
そ
の
た
め
、
寛
文
期
に
は
武
田
家
旧
臣
も
信
玄
の
威
光
を
利
用

し
て
イ
エ
の
来
歴
を
説
明
し
、
由
緒
を
主
張
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　彼
ら
の
中
で
も
信
玄
と
の
関
連
性
を
特
に
強
調
し
て
い
る
の
が
柳
沢
吉
保
で
あ

る
。
吉
保
は
、
甲
府
城
を
与
え
ら
れ
て
甲
斐
・
八
代
・
巨
摩
を
拝
領
し
た
翌
年
の
宝

永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
信
玄
の
一
三
三
回
忌
を
営
み
、「
太
刀

　銘
来
国
長
」
を

信
玄
の
霊
前
に
奉
納
し
て
い
る
が
㊵
、
吉
保
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
の
は
、

信
玄
の
威
光
を
利
用
し
て
自
家
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
で
、
新
た
に
大
名
と
な
っ
た

自
身
が
信
玄
の
後
継
者
で
あ
り
甲
斐
の
正
当
な
支
配
者
で
あ
る
と
示
そ
う
と
し
た
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
㊶
。
ま
た
、
柳
沢
家
が
一
万
石
を
与
え
ら
れ
て
大
名
に
な
っ

た
の
は
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
で
あ
る
が
、元
禄
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
に
は
「
法

性
院
殿
軍
令
二
十
九
箇
條
」
と
あ
る
軍
令
を
前
に
し
て
座
す
「
柳
沢
吉
保
像
」
が
制

作
さ
れ
㊷
（
図
6
）、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
甲
斐
を
領
地
と
し
た
直
後
の
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
に
は
「
武
田
信
玄
像
」
が
制
作
さ
れ
て
い
る
㊸
。
つ
ま
り
、
権
威
を

示
す
こ
と
が
必
要
な
時
期
に
お
い
て
、
信
玄
と
の
繋
が
り
を
強
調
す
る
た
め
の
ア
イ

テ
ム
と
し
て
肖
像
画
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
例
は
米
倉
家
に
も
見
ら
れ
、
米

倉
家
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
大
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）

に
制
作
さ
れ
た
「
米
倉
丹
後
守
重
継
像
」
の
賛
文
に
は
信
玄
・
勝
頼
時
代
の
事
績
が

記
さ
れ
て
い
る
㊹
（
図
7
）。
そ
し
て
、
二
十
四
将
図
の
初
期
の
事
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
柳
沢
吉
里
筆
の
表
1
―
4
や
（
図
8
）、
鳥
居
清
信
筆
の
表
1
―
34
が
描
か

れ
た
時
期
も
一
八
世
紀
前
半
で
あ
り
、
武
田
家
旧
臣
が
信
玄
と
の
関
係
を
画
像
に
入

れ
始
め
た
時
期
と
一
致
す
る
。

図 6　山梨県 常光寺蔵「柳沢吉保像」
（山梨県立博物館『柳沢吉保と甲府城』

（山梨県立博物館、2011 年 11 頁）
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「武田二十四将図」から読み解く江戸時代の信玄信仰

㉖ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
〇
二
頁

㉗ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
〇
二
頁

㉘ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　四
二
九
～
四
三
〇
頁

㉙ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　三
四
六
～
三
四
八
頁

㉚ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
九
二
頁

㉛ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
一
〇
頁

㉜ 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
史
料

　第
一
〇
編
之
一
五
』（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
、
一
九
七
五
年
）
一
六
七
～
一
九
六
頁

㉝ 

山
本
英
二
「
風
林
火
山
の
記
憶
と
由
緒
―
近
世
前
期
甲
斐
国
雲
峰
寺
・
恵
林
寺

の
勧
化
を
事
例
に
―
」（
青
柳
周
一
・
高
埜
利
彦
・
西
田
か
ほ
る
編
『
近
世
の
宗

教
と
社
会
1

　地
域
の
ひ
ろ
が
り
と
宗
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
））

一
七
頁

㉞ 

山
本

　前
掲
注
㉝

　三
頁

㉟ 

湯
浅
隆
「
江
戸
の
開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化
」（
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
三
、（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、

一
九
九
一
年
））

㊱ 

西
川
広
平
「
第
三
章

　柳
沢
家
系
図
の
調
査
と
考
察
」（『
山
梨
県
立
博
物
館

　調
査
・

報
告
書
一
一

　柳
沢
吉
保
の
由
緒
と
肖
像
』、
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）

二
二
頁

㊲ 

横
浜
市
歴
史
博
物
館
『
横
浜
の
大
名

　米
倉
家
の
幕
末
・
明
治
』（
横
浜
市
歴
史

博
物
館
、
二
〇
二
一
年
）
八
～
九
頁

㊳ 

上
野

　前
掲
注
⑧

　一
五
〇
頁

㊴ 

山
本

　前
掲
注
㉝

　一
五
頁

㊵ 

山
梨
県
立
博
物
館
『
柳
沢
吉
保
と
甲
府
城
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）

一
六
六
～
一
六
七
頁

㊶ 

西
川
広
平
「
第
四
章

　吉
保
に
よ
る
武
田
家
遺
制
の
継
承
」（『
山
梨
県
立
博
物
館

調
査
・
報
告
書
一
一

　柳
沢
吉
保
の
由
緒
と
肖
像
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇

一
五
年
））
四
三
頁

㊷ 

山
梨
県
立
博
物
館

　前
掲
注
㊵

　一
四
四
～
一
四
五
頁

㊸ 

山
梨
県
立
博
物
館

　前
掲
注
㊵

　一
六
七
～
一
六
八
頁

㊹ 

横
浜
市
歴
史
博
物
館

　前
掲
注
㊲

　六
頁
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金
を
集
め
る
た
め
に
二
十
四
将
図
を
利
用
す
る
と
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
信
玄
信
仰

は
さ
ら
に
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
明
治
時
代
ま
で
続
き
、
武
田

神
社
の
例
大
祭
で
二
十
四
将
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
の
武
将
た
ち
が
二
十
四
将
と
し
て

再
び
注
目
を
集
め
た
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
二
十
四
将
は
、
信
玄
公
祭
り
に
よ
っ

て
さ
ら
に
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
も
武
田
二
十
四
将
が

人
々
に
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
は
江
戸
時
代

に
お
い
て
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
信
玄
に
対
す
る
信
仰
心
を
促
進
さ
せ

る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
信
玄
が
人
々
に
信
仰
さ
れ
続
け
、
現
代
人

の
信
玄
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
論
文
で
は
、こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
二
十
四
将
図
と
武
田
家
旧
臣
・

寺
院
の
関
係
性
に
つ
い
て
示
し
、
二
十
四
将
の
選
定
基
準
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ

た
。
し
か
し
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述
に
つ
い
て
調
査
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
『
武

田
三
代
軍
記
』
な
ど
武
田
家
に
関
す
る
軍
記
物
は
他
に
も
あ
り
、
さ
ら
に
川
中
島
の

戦
い
を
記
し
た
『
信
州
川
中
島
五
戦
記
』、真
田
家
に
つ
い
て
記
し
た
『
真
田
三
代
記
』

な
ど
、
二
十
四
将
の
評
価
に
影
響
を
与
え
る
軍
記
物
は
多
数
存
在
す
る
。
ま
た
、
柳

沢
家
や
米
倉
家
以
外
の
武
田
家
旧
臣
の
動
向
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
今

後
は
、
今
回
検
討
で
き
な
か
っ
た
以
上
の
史
料
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
調
査
を
行
い
た
い
。

注① 

服
部
治
則
「
武
田
二
十
四
将
に
つ
い
て
」（
磯
貝
正
義
編
『
武
田
信
玄
の
す
べ
て
』、

新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
八
年
）

② 

伊
藤
羊
子
「
武
田
二
十
四
将
図
」（
笹
本
正
治
監
修
・
和
根
崎
剛
責
任
編
集
『
資

料
で
読
み
解
く
真
田
一
族
』、
郷
土
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）

③ 

海
老
沼
真
治
「
年
代
の
判
明
す
る
武
田
二
十
四
将
図
」（『
武
田
氏
研
究
』
第

六
一
号
、
武
田
氏
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
））

④ 

守
屋
正
彦
『
近
世
武
家
肖
像
画
の
研
究
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
八
～

二
三
一
頁

⑤ 

守
屋

　前
掲
注
④

　二
一
四
頁

⑥ 

守
屋

　前
掲
注
④

　二
三
〇
頁

⑦ 

山
梨
県
立
博
物
館
『
生
誕
５
０
０
年

　武
田
信
玄
の
生
涯
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、

二
〇
二
一
年
）
一
二
八
頁

⑧ 

上
野
晴
朗
編
『
図
説

　武
田
信
玄
公
・
一
族
興
亡
の
軌
跡
』（
武
田
神
社
、
一
九

九
四
年
）
一
四
二
頁

⑨ 

磯
貝
正
義
・
服
部
治
則
校
注
『
改
訂

　甲
陽
軍
鑑

　下
』（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
六
五
年
）
一
五
〇
頁

⑩ 

黒
田
日
出
男
『「
甲
陽
軍
艦
」
の
史
料
論
―
武
田
信
玄
の
国
家
構
想
』（
校
倉
書
房
、

二
〇
一
五
年
）

⑪ 

黒
田

　前
掲
注
⑩

　八
頁

⑫ 

海
老
沼

　前
掲
注
③

　五
五
頁

⑬ 

守
屋

　前
掲
注
④

　二
〇
七
～
二
〇
八
頁

⑭ 

上
野

　前
掲
注
⑧

　一
四
四
頁

⑮ 

上
野

　前
掲
注
⑧

　一
四
四
頁

⑯ 

山
梨
県
立
博
物
館
『
開
館
一
〇
周
年
記
念
特
別
展

　武
田
二
十
四
将
―
信
玄
を

支
え
た
家
臣
た
ち
の
姿
―
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
）
九
頁

⑰ 

沢
井
耐
三
「
翻
刻

　鳳
来
寺
『
武
田
実
記
』
―
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
絵
画
化
資
料
―
」

（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
』
第
六
一
号
、

愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）

⑱ 

山
梨
日
日
新
聞
社
『
武
田
信
玄
入
門
』（
山
梨
日
日
新
聞
社
、
二
〇
二
一
年
）

⑲ 

磯
貝
正
義
・
服
部
治
則
校
注
『
改
訂

　甲
陽
軍
鑑

　下
』（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
六
五
年
）三
三
三
頁
。以
下
、『
甲
陽
軍
鑑
』か
ら
の
引
用
は（
中
―
一
五
八
頁
）

の
よ
う
に
、
刊
本
の
巻
数
と
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
略
記
す
る
。

⑳ 

服
部

　前
掲
注
①

　五
五
頁

㉑ 

磯
貝
正
義
・
服
部
治
則
校
注
『
改
訂

　甲
陽
軍
鑑

　上
』（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
六
五
年
）
三
〇
五
～
三
三
五
頁

㉒ 
平
山
優
『
新
編

　武
田
二
十
四
将

　正
伝
』（
武
田
神
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
頁

㉓ 

佐
藤
八
郎
・
佐
藤
森
三
・
小
田
和
金
貞
校
訂
『
大
日
本
地
資
誌
大
系

　甲
斐
国

史

　第
四
巻
』（
雄
山
閣
、
一
九
六
八
年
）
一
三
六
頁

㉔ 

平
山

　前
掲
注
㉒

　一
七
六
頁

㉕ 

柴
辻
俊
六
・
平
山
優
・
黒
田
基
樹
・
丸
島
和
洋
編
『
武
田
氏
家
臣
団
人
名
辞
典
』（
東

京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
四
頁
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㉖ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
〇
二
頁

㉗ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
〇
二
頁

㉘ 
柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　四
二
九
～
四
三
〇
頁

㉙ 
柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　三
四
六
～
三
四
八
頁

㉚ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
九
二
頁

㉛ 

柴
辻
・
平
山
・
黒
田
・
丸
島

　前
掲
注
㉕

　二
一
〇
頁

㉜ 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
史
料

　第
一
〇
編
之
一
五
』（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
、
一
九
七
五
年
）
一
六
七
～
一
九
六
頁

㉝ 

山
本
英
二
「
風
林
火
山
の
記
憶
と
由
緒
―
近
世
前
期
甲
斐
国
雲
峰
寺
・
恵
林
寺

の
勧
化
を
事
例
に
―
」（
青
柳
周
一
・
高
埜
利
彦
・
西
田
か
ほ
る
編
『
近
世
の
宗

教
と
社
会
1

　地
域
の
ひ
ろ
が
り
と
宗
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
））

一
七
頁

㉞ 

山
本

　前
掲
注
㉝

　三
頁

㉟ 

湯
浅
隆
「
江
戸
の
開
帳
に
お
け
る
十
八
世
紀
後
半
の
変
化
」（
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
三
、（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、

一
九
九
一
年
））

㊱ 

西
川
広
平
「
第
三
章

　柳
沢
家
系
図
の
調
査
と
考
察
」（『
山
梨
県
立
博
物
館

　調
査
・

報
告
書
一
一

　柳
沢
吉
保
の
由
緒
と
肖
像
』、
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
）

二
二
頁

㊲ 

横
浜
市
歴
史
博
物
館
『
横
浜
の
大
名

　米
倉
家
の
幕
末
・
明
治
』（
横
浜
市
歴
史

博
物
館
、
二
〇
二
一
年
）
八
～
九
頁

㊳ 

上
野

　前
掲
注
⑧

　一
五
〇
頁

㊴ 

山
本

　前
掲
注
㉝

　一
五
頁

㊵ 

山
梨
県
立
博
物
館
『
柳
沢
吉
保
と
甲
府
城
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）

一
六
六
～
一
六
七
頁

㊶ 

西
川
広
平
「
第
四
章

　吉
保
に
よ
る
武
田
家
遺
制
の
継
承
」（『
山
梨
県
立
博
物
館

調
査
・
報
告
書
一
一

　柳
沢
吉
保
の
由
緒
と
肖
像
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇

一
五
年
））
四
三
頁

㊷ 

山
梨
県
立
博
物
館

　前
掲
注
㊵

　一
四
四
～
一
四
五
頁

㊸ 

山
梨
県
立
博
物
館

　前
掲
注
㊵

　一
六
七
～
一
六
八
頁

㊹ 

横
浜
市
歴
史
博
物
館

　前
掲
注
㊲

　六
頁

16

金
を
集
め
る
た
め
に
二
十
四
将
図
を
利
用
す
る
と
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
信
玄
信
仰

は
さ
ら
に
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
明
治
時
代
ま
で
続
き
、
武
田

神
社
の
例
大
祭
で
二
十
四
将
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
の
武
将
た
ち
が
二
十
四
将
と
し
て

再
び
注
目
を
集
め
た
。
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
二
十
四
将
は
、
信
玄
公
祭
り
に
よ
っ

て
さ
ら
に
多
く
の
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
も
武
田
二
十
四
将
が

人
々
に
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
武
田
二
十
四
将
図
」
は
江
戸
時
代

に
お
い
て
『
甲
陽
軍
鑑
』
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
信
玄
に
対
す
る
信
仰
心
を
促
進
さ
せ

る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
信
玄
が
人
々
に
信
仰
さ
れ
続
け
、
現
代
人

の
信
玄
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
論
文
で
は
、こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
二
十
四
将
図
と
武
田
家
旧
臣
・

寺
院
の
関
係
性
に
つ
い
て
示
し
、
二
十
四
将
の
選
定
基
準
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
っ

た
。
し
か
し
、『
甲
陽
軍
鑑
』
の
記
述
に
つ
い
て
調
査
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
『
武

田
三
代
軍
記
』
な
ど
武
田
家
に
関
す
る
軍
記
物
は
他
に
も
あ
り
、
さ
ら
に
川
中
島
の

戦
い
を
記
し
た
『
信
州
川
中
島
五
戦
記
』、真
田
家
に
つ
い
て
記
し
た
『
真
田
三
代
記
』

な
ど
、
二
十
四
将
の
評
価
に
影
響
を
与
え
る
軍
記
物
は
多
数
存
在
す
る
。
ま
た
、
柳

沢
家
や
米
倉
家
以
外
の
武
田
家
旧
臣
の
動
向
に
つ
い
て
も
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
今

後
は
、
今
回
検
討
で
き
な
か
っ
た
以
上
の
史
料
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
調
査
を
行
い
た
い
。

注① 

服
部
治
則
「
武
田
二
十
四
将
に
つ
い
て
」（
磯
貝
正
義
編
『
武
田
信
玄
の
す
べ
て
』、

新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
八
年
）

② 

伊
藤
羊
子
「
武
田
二
十
四
将
図
」（
笹
本
正
治
監
修
・
和
根
崎
剛
責
任
編
集
『
資

料
で
読
み
解
く
真
田
一
族
』、
郷
土
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）

③ 

海
老
沼
真
治
「
年
代
の
判
明
す
る
武
田
二
十
四
将
図
」（『
武
田
氏
研
究
』
第

六
一
号
、
武
田
氏
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
））

④ 

守
屋
正
彦
『
近
世
武
家
肖
像
画
の
研
究
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
八
～

二
三
一
頁

⑤ 

守
屋

　前
掲
注
④

　二
一
四
頁

⑥ 

守
屋

　前
掲
注
④

　二
三
〇
頁

⑦ 

山
梨
県
立
博
物
館
『
生
誕
５
０
０
年

　武
田
信
玄
の
生
涯
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、

二
〇
二
一
年
）
一
二
八
頁

⑧ 

上
野
晴
朗
編
『
図
説

　武
田
信
玄
公
・
一
族
興
亡
の
軌
跡
』（
武
田
神
社
、
一
九

九
四
年
）
一
四
二
頁

⑨ 

磯
貝
正
義
・
服
部
治
則
校
注
『
改
訂

　甲
陽
軍
鑑

　下
』（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
六
五
年
）
一
五
〇
頁

⑩ 

黒
田
日
出
男
『「
甲
陽
軍
艦
」
の
史
料
論
―
武
田
信
玄
の
国
家
構
想
』（
校
倉
書
房
、

二
〇
一
五
年
）

⑪ 

黒
田

　前
掲
注
⑩

　八
頁

⑫ 

海
老
沼

　前
掲
注
③

　五
五
頁

⑬ 

守
屋

　前
掲
注
④

　二
〇
七
～
二
〇
八
頁

⑭ 

上
野

　前
掲
注
⑧

　一
四
四
頁

⑮ 

上
野

　前
掲
注
⑧

　一
四
四
頁

⑯ 

山
梨
県
立
博
物
館
『
開
館
一
〇
周
年
記
念
特
別
展

　武
田
二
十
四
将
―
信
玄
を

支
え
た
家
臣
た
ち
の
姿
―
』（
山
梨
県
立
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
）
九
頁

⑰ 

沢
井
耐
三
「
翻
刻

　鳳
来
寺
『
武
田
実
記
』
―
『
甲
陽
軍
鑑
』
の
絵
画
化
資
料
―
」

（
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
『
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
』
第
六
一
号
、

愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）

⑱ 

山
梨
日
日
新
聞
社
『
武
田
信
玄
入
門
』（
山
梨
日
日
新
聞
社
、
二
〇
二
一
年
）

⑲ 

磯
貝
正
義
・
服
部
治
則
校
注
『
改
訂

　甲
陽
軍
鑑

　下
』（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
六
五
年
）三
三
三
頁
。以
下
、『
甲
陽
軍
鑑
』か
ら
の
引
用
は（
中
―
一
五
八
頁
）

の
よ
う
に
、
刊
本
の
巻
数
と
頁
数
の
み
を
本
文
中
に
略
記
す
る
。

⑳ 

服
部

　前
掲
注
①

　五
五
頁

㉑ 

磯
貝
正
義
・
服
部
治
則
校
注
『
改
訂

　甲
陽
軍
鑑

　上
』（
新
人
物
往
来
社
、

一
九
六
五
年
）
三
〇
五
～
三
三
五
頁

㉒ 

平
山
優
『
新
編

　武
田
二
十
四
将

　正
伝
』（
武
田
神
社
、
二
〇
〇
九
年
）
二
二
頁

㉓ 

佐
藤
八
郎
・
佐
藤
森
三
・
小
田
和
金
貞
校
訂
『
大
日
本
地
資
誌
大
系

　甲
斐
国

史

　第
四
巻
』（
雄
山
閣
、
一
九
六
八
年
）
一
三
六
頁

㉔ 

平
山

　前
掲
注
㉒

　一
七
六
頁

㉕ 

柴
辻
俊
六
・
平
山
優
・
黒
田
基
樹
・
丸
島
和
洋
編
『
武
田
氏
家
臣
団
人
名
辞
典
』（
東

京
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
四
頁
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